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△ 開議 午前１０時００分 

 

○議長（武田 正光議員）   

 これから本日の会議を開きます。 

 直ちに本日の日程に入ります。 

 

△ 日程第１ 一般質問 

 

○議長（武田 正光議員）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 議席番号６番、大澤皓一郎君の一般質問を許します。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 ちぃとぅめぃーてぃがめーら（おはようございます）、令和３年３月３日、今日

は桃の節句です。また、耳の日だそうです。町民の声をよく聞く、相談をよく聞く

職員であってもらいたいものです。私も、心がけて町民の声をよく聞くように努め

ています。 

 町民におかれましては、寒波や雨天の影響でサトウキビやバレイショの収穫に支

障を来しているのを見ると、胸の締めつけられる思いをしている日々です。どうか

力を合わせ、ユイの心で助け合い、安全管理と健康管理には十分留意して頑張って

ください。 

 私も、実り豊かで町民が幸せを実感できる町の構築のために頑張っていきます。

とぉ、むーるし、きばてぃんにゃ、創生天城。 

 それでは、通告しました一般質問を行います。 

 １項目め、創生天城について。 

 １点目、天城町国土強靭化地域計画の内容と今後の対策について。 

 ２点目、総務省の「地域プロジェクトマネージャー」の登用はできないか。また、

令和元年９月議会で質問した「ふるさと応援人材派遣窓口」をどのように利用した

か。 

 ３点目、あまぎ自然と伝統文化体験館整備事業の整備される内容、駐車場の各予

算額について。 

 ２項目め、平土野多機能港湾と基本構想にある平土野地域の活性化について。 

 １点目、平土野港公園の整備（遊具の設置・土俵施設の修理）はできないか。 

 ２点目、危険「空き家」の除去についてどう考えているか。 
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 ３点目、高千穂通り歩道整備の考えはないか。 

 ３項目め、建設行政について。 

 １点目、公営住宅活用プログラムについて。 

 ４項目め、農業振興について。 

 １点目、農業振興のために各地区にトイレの設置、現施設の使用はできないか。 

 ２点目、天城町道７５９号線天城当山２号線路面性状調査も終えているので、早

急な整備はできないか。 

 以上、質問いたします。どうすればできるかの視点での答弁をしてください。 

○議長（武田 正光議員）   

 ただいまの質問に対し答弁を求めます。森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 おはようございます。それでは、大澤議員のご質問にお答えいたします。 

 １項目め、創生天城について。 

 １点目、天城町国土強靭化地域計画の内容と今後の対策について。 

 お答えいたします。 

 今年３月末には、「天城町国土強靭化地域計画」を策定いたします。 

 この計画は、これまでの復旧・復興に長期間を要する「事後対策」の繰り返しを

避け、大規模な自然災害が発生しても機能不全に陥らず、「致命的な被害を負わな

い強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った安心・安全な地域の構築に向

けた「本町の強靭化」を推進するために策定するものです。 

 この計画を策定することによって、国・県の各種補助事業を導入し、計画的な社

会基盤整備や施設強化を行って財政の健全化を図ります。 

 １項目め、創生天城について。 

 ２点目、総務省の「地域プロジェクトマネージャー」の登用はできないか。又、

令和元年９月議会で質問した「ふるさと応援人材派遣窓口」をどのように利用した

か。 

 お答えいたします。 

 「地域プロジェクトマネージャー」につきましては、令和３年度より実施される

制度でございます。重要なプロジェクトの実施に際し、多様な関係者間を調整し、

そのプロジェクトをマネジメントできる人材を任用する制度で、特別交付税による

財政支援もございますので、前向きに検討してまいります。 

 令和元年９月議会で質問のあった「ふるさと応援人材派遣制度」につきましては、

残念ながら現在まで活用には至っておりません。 

 １項目め、創生天城について。 
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 ３点目、あまぎ自然と伝統文化体験館整備事業の整備される内容・駐車場の各予

算額について。 

 お答えいたします。 

 昨日、平岡議員にもお答え致しましたが、島唄や踊り、闘牛などの伝統文化の魅

力や徳之島ならではの特産品や農産物などの多岐にわたる観光情報を効果的に発信

するとともに、スポーツや芸術等の各種イベントを天候に左右されることなく開催

できる複合型の施設として、あまぎ自然と伝統文化体験館を整備致します。 

 ご質問の予算額につきましては、概算設計で６億５千万円を要望しておりますが、

先日実施設計の発注を行った段階ですので、これから事業費等その詳細について具

体的になってまいります。 

 ２項目め、平土野地域の活性化について。 

 １点目、平土野港公園の整備（遊具の設置・土俵施設の修理）はできないか。 

 お答えいたします。 

 現在、国の補助事業を活用した都市公園の再整備を行っておりますが、既存の施

設や遊具の更新以外は補助対象外になり、新たな遊具設置は、この事業ではできな

いことになります。 

 港公園の整備を含め平土野地域の活性化につきましては、地域の方々や商工会な

ど関係団体で組織する『平土野地域活性化推進審議会』や『天城町農泊協議会』に

おいて、道路を含む景観整備や空き店舗等の利用などの協議がなされておりますの

で、ご意見をいただきながら、平土野地域の活性化に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

 ２項目め、平土野地域の活性化について。 

 ２点目、危険「空き家」の除去についてどう考えているか。 

 お答えいたします。 

 空き家再生等推進事業の除却事業は、その除却後の跡地を地域活性化のために有

効利用することが補助を受ける条件となっております。 

 まずは、跡地利用の有効性といった物を勘案しながら、事業を検討していきたい

と考えております。 

 ２項目め、平土野地域の活性化について。 

 ３点目、高千穂通り歩道整備の考えはないか。 

 お答えいたします。 

 令和２年第４回（定例会）においても議論されたところです。 

 高千穂通り（平土野３号線）の歩道補修につきましては、今後、平土野地域活性

化対策の中で、意見を聞きながら、魅力的な地域・魅力的な通りに出来ないかなど
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を含め、整備の方法を検討してまいりたいと考えております。 

 ３項目め、建設行政について。 

 １点目、公営住宅活用プログラムについて。 

 お答えいたします。 

 平成２８年度に作成した町営住宅等長寿命化計画に基づき町営住宅建設などを進

めているところです。 

 その長寿命化計画の活用プログラムにつきましては、内容をローリング修正しな

がら事業推進をしているところでございます。 

 ４項目め、農業振興について。 

 １点目、農業振興の為に各地区にトイレの設置・現施設の使用は出来ないか。 

 お答えいたします。 

 農作業時、ほ場の近隣にトイレがあるととても効率的だと考えられますが、トイ

レの新設については、設置場所や建設費用、設置後の管理費等を考慮すると現実的

ではないものと思われます。 

 公共の公園、施設には既存のトイレがございますので、有効に利活用をして頂き

たいと思います。 

 ４項目め、農業振興について。 

 ２点目、天城町道７５９号当山２号線路面性状調査も終えているので早急な整備

はできないか。 

 お答えいたします。 

 当山２号線につきましては、令和元年度に路面性状調査を行い、状態を把握して

おります。 

 この路線も含めて、次期５か年整備計画を組み立てていきたいと考えております。 

 なお、緊急的な箇所については、随時、応急処置を行っていきます。 

 以上、大澤議員のご質問にお答えいたしました。 

○議長（武田 正光議員）   

 それでは、引き続き質問を続行いたします。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 国土強靭地域計画という、我々の身の安全を守る、こういうのが作成されて、非

常に安心というか、少しほっとしているような感じがしております。 

 これ素案だと言っていますが、３月末にできるんですか。これで決定ですか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 議員の皆様方のお手元に配付しております素案でございますが、天城町民の方々、

またパブリックコメント等の募集を終えたところであります。そして、最終段階と
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いうことで、ほぼこのような形でこの計画は策定を考えております。 

 ただ５年間の計画でございますが、見直しは随時できますので、必要に応じて追

加、修正等は行っていきたいと考えております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 これ強靭化、２５年１２月に公布し、施行し、２６年６月に同法に基づく計画を

策定しとるところもありますが、世界的に天候の不順で、非常に我々不安でありま

す。本町としても台風災害に高潮、土砂崩れ、あらゆる強靭対策ができるというこ

とで、本当にすばらしい案だと思っているところでございますが、これ職員だけで

計画したんですか。この案をつくったんですか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 令和２年度、かけまして、各部署から職員を選考しまして、それぞれの担当する

部署の施設、また社会基盤の脆弱性を評価したところであります。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 非常にこれ徳之島、最近もですが、ちょっと波が荒いと船がつけなくなって、食

料品がストップする。あるいは燃料がストップする。ですから、こういったものを

つくるときには、まず平土野にある九電、電気のことはいろいろやっとるようです

けど、九電関係、食料品関係、そういった様々な土木関係を入れて、どういうふう

なことに気をつけてやればいいかというような、そういうことの会合などは、これ

からでもいいですけど、これは持ってないような感じがしますが、いかが考えます

か。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 国土強靭化地域計画、国、そして鹿児島県の地域計画に準じて策定しております

が、この計画に基づきまして、各課で抱える問題の解決、それぞれ国の所管する省

庁の補助事業を導入することになります。これを実行する際には、ただいま議員が

ご指摘のあったような関係者、民間の方々、そういった方たちのご意見も伺いなが

ら、補助事業の導入に向けて、各課で取り組んでいかなければなりません。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 私が言っているのは、３年前ですか、台風があって、電気がほとんど天城町、消

えて、ある一定の場所しかついてなかったです。それで、それを予想して、九電は

奄美から３０名ぐらい、高規格車というんですか、高いところに上る、あれを

１０台ぐらい、前もって徳之島にやってありましたね。それで電気のついてないと

ころを整備したり、つかすように、日夜を問わずやっておりました。 

 ですから、そういう九電関係も含めて、またここの九電の発電所は、徳之島の

９０％を賄っておるという話を聞いております。そういうところとか食料品、今一
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番物が今なくなっています、船が来なくて。そういうところも交えてもう一度、避

難所に行ける人はいいですけど、避難所にも行かない人も、入れない人もおるわけ

ですから、また行かないし、非常にそういうふうな早急な対策というのを練るべき

じゃないかなと思っております。これに答えてください。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 ごもっともだと感じております。燃料、そして食料、２９年の２４号台風ですか。

かなりの被害を受けております。建物被害では全壊２０戸、半壊２６戸、一部損壊

で、一部破損で２８２戸、このような大きな被害を２４号台風では受けました。ご

指摘のありました停電、断水につきましても、完全復旧まで約５日間かかっており

ます。 

 九州電力グループとも、このような災害時の協定を取り交わしております。昨年

の台風時にも、台風を見据えて海上の船舶は欠航が予想されますので、あらかじめ

早めに応援班が島内に入っておりました。そういったことで燃料や食料に関する問

題、そういった関係する方々と情報交換等は行っていきたいと、必要であると考え

ております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 そういったことで、ぜひもう一度、こういったところと顔を見ながら、同じ席に

着いて、ここの徳之島の関係所長でもよろしいですけど、これをやっておかないと、

みんながみんな、避難所に行ったら、これパンクしますよ。こないだなんかそうで

した、天小のところに急遽設けて、防災センターと格段の違いがあるという話を僕

はしたと思います。それと職員などはござもなくて、体育館の廊下の上に寝泊まり

をしとったという話もしておりました。 

 そこで、いま一度、そういったことを慎重にこういったことはやって、徳之島関

係者でよろしいと思います。所長、繰り返しますけど、集めて、もう一度、再度協

力をお願い、こういったときには、こういうふうなことをやってほしいということ

でお願いをしたり、システムをつくっておくべきだと考えますが、いかがでしょう

か。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 そのようなことから、天城町防災会議を開催しております。２月１７日に開催し

たところでありますが、そこには関係する行政のみならず、警察署、消防、交通、

そして九州電力や徳之島、天城町建設業光和会、社会福祉施設、介護施設、様々な

団体から構成されております。そこで九電の所長さんのほうからも、いろいろとご

提言を頂いているところであります。連携を図ってまいります。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   
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 この中には経過のところに委員会記録というのがありますが、そこに見当たらな

かったもんですから、そういうことは私も分からないし、町民も分からないし、不

安であります。こういうことを公開する。パブリックコメントなんて言っています

けど、なかなかインターネットでやれるのは若い人であって、そういうことをでき

る人が、全部が全部であればいいけど、これからの世の中はそうなっていくんだけ

ど、今の状態ではそうはいかないんじゃないかと。直接、そういう専門家を集めた

り、またパブリックコメントをしたというんですけど、何か反応がありましたか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 パブリックコメントにつきましては、明日のご質問でも出ておりましたが、パブ

リックコメント、ホームページ、また総務課内において行いました。さきに区長会

においても、各集落のほうからご意見を吸い上げ、またご提言等頂けるようにお願

いをしたところでありましたが、ご意見等は、具体的な意見はなかったというのが

現状であります。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 災害が来ないと分からない。かねてはあまり関心を持たないというところがあり

ますので、ぜひ区長会あたり等にも言って、集落民に徹底するとか、そういう会議

を行ったら、そういう記録があれば、これ僕、資料もらったんですけど、ないし、

残念です。 

 しかし、この計画を非常につくってあるというのは非常に、令和３年度から７年

度までの道路の計画、それから架橋、橋が多いです。これに対して補助がつくとい

う話も、今町長のほうの説明であったんですけど、道路に関しては、ただ３か所上

げてありまして、架橋のほうは大分、道路は３か所、橋のほうは大分上がっていま

すが、２４か所等ありますが、ここらあたり、もう一度お願いします。数、幾らか、

私の間違いかどうか分かりませんが。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 道路に関しましては３路線、橋に関しましては、すみません、数的なものを私が

把握しておりません。数えてみたいと思います。すみません。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 トンネルとか、いろんな、出してあります。あと水道施設、一番肝心なのは水道、

水です。それから学校の施設、給食センターとかのところもあります。ぜひいま一

度、これを見て、修正入れられるべきところは入れたりして、ぜひ、補助金も取れ

るということを言っていますので、町長は。ぜひ頑張って強靭化をぜひ進めて、す

ばらしい、安心して暮らせるような、私たちが安心して暮らせるような町にしてほ
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しいもんだと考えております。 

 最後、町長、もう一度、これについてお願いします。 

○町長（森田 弘光君）   

 天城町国土強靭化地域計画につきまして、いろんな観点からご指摘頂いたことに

対してお礼を申し上げたいと思います。 

 まず初めに、いろんな分野で私たちの町がどういう、地域防災で弱点があるかと

いうことを、まず確認したいという思いがありました。そういう中で国土強靭化地

域計画をつくっていくということは、まず大事なことかなと思いました。また、内

容について、いろんな足りないところとか、いろんなところもあるかなというとこ

ろありますけど、まずつくってみたいというところで出発させていただきました。 

 そういう中でいろんな観点から、天城町はこうあるべきだねという意見が、特に

若い人たちを中心に出てきたということについては、私はこの計画をつくっていく

中で、１年間かけてつくったわけですけども、大変うれしく思ったところでありま

す。 

 また、もう一方、国のほうでも国土強靭化の計画のために、令和３年から向こう

５か年間、１５兆円の予算を確保して、国土強靭化のために対応するんだというこ

とを政府のほうが発表しております。 

 私たちも、そういったこれまで通常の補助事業プラス、なかなかこれまで弱いと

ころとか、そういう弱いところで、なかなかしたいんだけど、補助事業は取れない

ねというところなどについては、国土強靭化計画にのっとって、私たちは天城町町

土の強化のために取っていきたい。 

 例えば、具体的に私がずっと思ってきたのが、町管理の河川、今、島口でいう、

いわゆるデーク（ヨシタケ）でもなって、その河川、町河川が水が流れているのか、

森になっているか分からないようなところがあったりして、大きな大雨なんか降っ

た場合に、そこできちんと水が流れないで、オーバーフローといいますか、流れて

堤防が決壊し、また後ろの農地とかが流出するとか、そういったことを非常に心配

しておりました。 

 そういう、いわゆる寄州と言うらしいんですけど、専門的には、中州ですね、寄

州と言うらしいんですけども、そういったものの除去とか、そういったこともこの

事業のこの計画の中に乗せておけばできるということでありましたので、そういっ

たなかなか日常、ふだん思っていてもできなかったことなどを含めて対応していき

たいというふうに、私はこの計画にのっとってやっていきたい。 

 また、給食センターにつきましてでも、５億とか６億という、造るからにかかる

というんですけど、なかなか文科省の補助では、１億円行くか行かないかぐらいの
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補助なんです。だから、残りの財源を我々どうやって確保していくかということは、

また大きな課題であります。 

 その中で国土強靭化ということをそこに何とか絡めて、例えばいろんな、昨日平

岡議員からもいろんな質問があったわけですけども、地震とか津波とか、いろんな

台風被害のときに、給食センターから炊き出しセンターの役割をするとか、いろん

なことが国土強靭化計画をつくることによって、国からのいろんな補助金の幅が広

がっていくんではないかなという思いがありますので、しっかりと国土強靭化計画

に基づいて、天城町の弱いところをカバーしていければなという、私は願いを持っ

ております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 町長から詳しい内容を聞きました。１５兆円と、国は組んでおると。これからも

そういう国土の強靭化、こないだも東北地震がまたありましたが、非常に災害が多

くなってきておりますので、ぜひこういった補助事業を導入して、どんどん強化を

していってもらいたいと思います。 

 特に人間生きていくために、水道課長、新しくなられたんですけど、水の確保が

一番大事になっています。今みたいな、ただ消防車で水運ぶぐらいじゃ、今の施設

では物すごく脆弱ちゅうんですか、弱い、すぐ崩れますので、そこらあたり相談を、

財務と相談しながら強化をしていってもらいますが、そこあたりの決意をお願いし

ます。 

○水道課長（野村 秀行君）   

 お答えをいたします。 

 今、大澤議員から水道課に対する応援をしているんだなということをつくづく感

じました。我々水道課では、水道の総管路１１１km、導水管、送水管、配水管合わ

せて１１１kmの管路を管理しています。また、浄水場につきましては９か所の管理

をしております。 

 この中で水道課のほうでも事業を取り組んで、耐震、災害に強い施設、それから

導水管の布設替え等々の計画のほうを進めてまいっているところでございます。 

 水道課でも水道ビジョンという新たな１０年計画を立てて、事業を進めていくと

ころでございます。今後も強靭、それから安定した水の供給に努めるよう努力をし

ていきたいと、そういうふうに考えております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 今いろんな決意や説明やらありましたが、ぜひこれが我が天城町にとって強靭な

地域になるように要請をしまして、この質問はこれで終わります。非常にいいのが

出たなという思いをしております。喜んどるところでございます。 
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 次に、私、かねがねから専門家を雇ったらどうねという話をしていますが、そこ

あたり、先ほど話したら、ふるさと応援人材派遣窓口、これを利用していない。今

度はこういったのを地域プロジェクトマネージャー、これをまとめていくのが、政

府が地方に人を送り込むわけでございます。これどこでやっていますかね。そこあ

たり、ここにも、新聞にも出ていますが、私が説明する、そこ説明お願いします。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 先ほど町長の答弁にもありましたが、今回総務省のほうで地域プロジェクトマ

ネージャーを４月から創設するということでございます。 

 各市町村におきましては、いろんなプロジェクト事業、こういったものがあるか

と思いますが、そういったものを実施する際に、行政とそれぞれの関係団体等とで

プロジェクトを遂行するには、意見の食い違いですとか、いろんな問題が、課題が

生じてきていると、そういったことでございます。 

 そういったときにその橋渡し役、調整できる専門的な人材を派遣、派遣というか、

任用する制度がございます。その人材のことをブリッジ人材と総務省のほうでは言

っていますが、こういった人を市町村が活用、任用した場合に、また国のほうで支

援措置として、特別地方交付税で６５０万円、１人当たり、措置されるという制度

でございます。 

 なお、プロジェクトマネージャーにつきましては、任用する人材といたしまして、

今現在、地域おこし協力隊等もいらっしゃいますが、そういった方を経験された方

ですとか、あといろんな分野にたけているコンサルタント、そういった方々を任用

して、先ほど申し上げましたように人間、それぞれの人と人とをつなげていったり

橋渡しする。また、そのプロジェクトをマネジメントしていくという役割でござい

ます。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 金額、教えてください。違う感じがするんですけど。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 先ほど申し上げましたが、１人当たり６５０万というところでございます。上限

がです。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 私たちの職場、役場なんですが、若い人が最近多くて、係長もあまりいないよう

な感じのするところもあるし、地域住民も高齢化して、３５％以上高齢化しとるし、

そこでこういう場内でも地域おこしの経験者とか、豊富な人材を必要じゃないかと
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いうことで、これ国が考えたわけですが、今言ったように、国から交付税に

６５０万円も来るという話も新聞に書いてあります。ぜひこれを取り入れて、いろ

んな経験をした人ですから、役に立つと思います。いろんな本町はプロジェクト、

計画を持っていますので、ここあたりに大いに活躍できるんじゃないかと思います。 

 それともう一つ、ふるさと応援人材派遣窓口というのがありますが、これも専門

家、例えば土木とか建築、そういった人を派遣していくという、高齢かも分かりま

せんが、そういったことを今外国によく派遣していますが、日本の市町村にこうい

ったのを申し込めば、これも交付税措置できると思います。できておったと思いま

す。ぜひこれを応募してみる気はないですか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 令和元年度の９月議会でも、大澤議員のほうからそのような提案があったところ

でございます。 

 がしかし、内閣府においては、地方創生未来技術支援窓口を元年９月２７日に開

設したということで通知があったところです。その後、残念ながら相談窓口への問

合せ等は行っておりません。 

 しかしながら、取りあえず、我々地方公共団体抱える、未来技術を活用した先進

事例、こういったものも紹介していただけるということですので、ぜひいろいろな

分野を検討しまして、具体的な活用事例等も相談して、本町に生かせる人材分野で

あれば活用していければというふうに考えております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 ぜひこの両方、話を聞いてみて、コンタクトを取ってみて、ぜひこういう、先ほ

ども言っているように、専門家を入れるようなことを要請しまして、この質問は終

わります。 

 次に、あまぎ自然と伝統文化体験館ですが、これ以前は全天候型多目的施設にな

っておりまして、これいつからこういう会合になったんでしょうか。それとその経

過と、これについて非常に多額の予算がかかりますが、恐らくさっき予算的なこと

も言われていますが、これに対して、これに代わっていくよというような会合はし

てないんですけど、どこでどういうふうに決められたのか教えてください。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   

 お答えいたします。 

 当初、この事業につきましては、全天候型多目的施設整備事業ということで、令

和元年度７月から第１回の策定委員会を開かせていただきました。令和元年度中に

４回、会合を開いております。 
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 その中で第４回目の会合の中で、候補地１、２ということで、浅間地区、平土野

地区を候補に上げていただいて、第１候補地区、浅間地区を我々、その委員会の中

でいろいろ交通アクセス等を踏まえ、浅間地区がいいという意見のほうが多かった

ので、我々事業的には浅間地区を検討して協議を進めてきました。 

 その際に、今後事業展開をする。また、県、国、広域事務組合等と事業展開する

うちに、策定委員会の中で整備をさせていただいた待機小屋等の整備については、

他の事業を用いて整備をしていただくよう、ご助言っていうんですか、国、県等、

関係機関のほうからございまして、今回、いろいろヒアリング等を積み重ね、闘牛

ドームという認識ではなく、体験館という認識の下で今後事業を展開していきまし

ょうということで、今回、この事業名に変更になっております。 

 昨年１０月、町長、財政課長と私と、また鹿児島県のほうにヒアリング等に行っ

て、最終的にあまぎ自然と伝統文化体験館事業ということで、県のほうと協議を進

めて、その後、町長の指示で年明け早々に変更になった箇所等を、委員会を開くよ

うに指示は受けたんですが、昨年１２月、徳之島クラスター等が発生をして自粛傾

向にあり、委員が１５名おりますが、会合等が開けないような状態になってしまい、

各委員の皆様方には年度初め、令和３年度当初に委員会を開いて概要説明等をして

いきたいというふうには考えております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 私も、その中の委員の一人でございました。これは多額のお金がかかるし、また

向こうは、昨日も出ましたが、海のそばだし、非常に危ないし、中央の防災セン

ターの横のほうがいいんじゃないかなという話を何度も申しております。 

 また、ここに載っておりますが、５７回使うというような、闘牛で、いろんなイ

ベントで。その中で闘牛が１３回、あと勢子の練習というんですか、そういうので

１０回、２３回です。ほかになかなか使えないんじゃないかと。 

 これもまた昨日聞いた話では、役場で管理していくというような話をしておりま

すが、こういういろんなものをつけたからには役場で管理せにゃならんですけど、

闘牛ドームなら、闘牛の人たちにもちゃんと管理してもらうような話をしないと、

全て役場がやる。今の闘牛場見てください、野外である。松原だけはきれいに松原

の住民でやっとる。あれが本当の地方自治でありまして、非常に地域の人がまとま

っとるなという感じがします。ほかのところは草ぼうぼうでそのままになって、牛

が行っとるのかなというぐらいしか今感じません。 

 これ昨日、話が大分詳しく出ましたので、私は、これは今のところ、時期尚早じ

ゃないかと。今、強靭対策もやらにゃいかん。ここに駐車場をまず造らにゃいかん

でしょ、幾らか。大体の試算を言ってください。天城の伝統文化体験館と駐車場の



－103－   

金額。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   

 お答えいたします。 

 先ほど大澤議員のほうからもありました。２月に再度国交省のほうと、オンライ

ンではありましたが、ヒアリング等を、私のほうもその場に出席をして参加をさせ

ていただきました。また、国交省の職員のほうからも、今議員のおっしゃっている

とおり、将来的には民間力の活用を持っていかないといけないという意見もありま

したので、またこれも参考にさせていただきたいと思っております。 

 今議員のおっしゃっている駐車場整備につきましては、補助事業を確保するため

に、概算ではありますが、１億５千万を今概算で計上させていただいておりますが、

そのうちの１億３千５００万が整備のほうに入って、外構のまた駐車場の測量設計

のほうに残りの金額は入っております。 

 計画的には浅間地区になれば、Ｂ＆Ｇ海洋センター、また総合運動公園の駐車場

がございます。そこで概算ですが、２００台程度が止められる、近隣の駐車場にな

ります。 

 我々が今計画しているのは、一応８００台程度を計画している駐車場ということ

で、概算ではありますが、計上させていただいております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 今予算を聞いてびっくりしましたが、向こうで３００台程度、私はこの委員会の

中で駐車場にそんなにお金をかけるべきじゃないんじゃないかという話を何度もし

て、抜け道もいっぱいあるし、防災センターの横に造れば、道も６本もあるし、ス

ムーズにいきますよと、そういう話もしておりました。 

 しかし、闘牛組合の人数が多いですので、そういうことは考えないで、とにかく

造りたいという話をしておりましたが、それで向こうのほうに行ってしまったんで

すけど、これ非常にこれから財政も、いろんなものを造っていかなきゃならない。

公共施設、学校等もあるし、給食センター、いろんなのがあります。まずそこあた

りを優先すべきじゃないかと思いまして、まず中央に造るんでしたら、そこの防災

センターにも３００台以上止められるし、そこの農協の駐車場、あとは福祉セン

ター、あとは港という膨大な駐車場もありますし、非常にいいことなんですけど、

そこあたり、もうちょっと検討して、あまり急いでやらないで、伝統文化と芸能や、

そういった加工品センター、道の駅みたいなのを造るのは、中央に造ったほうが、

町長の言っとる多機能港と関連した施設になるんじゃないかと思うんですが、そこ

あたり、いかがでしょうか。 

○町長（森田 弘光君）   
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 お答えいたします。 

 基本的には策定委員会の中で３か所、４か所ぐらいいろんな候補地があって、そ

して委員会の中で今の場所がいいということが決まり、そしてそれに乗っかって、

私たちは国・県のほうにいよいよ事業の相談をしたというところであります。 

 そういう中で闘牛場に特化したということについては、なかなか国のほうも難し

いということの中で、もっと自然とか伝統文化、そういったものを打ち出す方法は

ないかということで、国・県ともやり取りをして、今、中課長がおっしゃったよう

な状況であります。 

 特に私たちの中では、この中に併設して、特産品とか農産物の販売、そういうも

のについても中に造り込んでいきたいということであります。これまで直売所とい

うことについては、何回も何回もいろんな議論が出てきましたけど、なかなかでき

ない。今回一緒に造り込むということの中で、奄振事業の中で対応していけるとい

うことで、私たちはその中にそういう直売所もあります。 

 それから、自然というキーワードの中には、いわゆるウンブキがあるわけですけ

ど、なかなか実際、私たちスキューバーできる、できない人間にとっては、その醍

醐味というのがなかなか体験できませんので、そこを今回の施設の中に併設して、

ウンブキのすばらしさというものを、私たち町民、島民はもちろんですけども、観

光でいらっしゃる方々にそのすばらしさを体験できるような、そういった施設を造

り込みたいということがあります。 

 そしてまた、これまでもいろんな声があったかと思っております。直売所につい

ては、特に両町には直売所があるけど、本町にはないですね、何とかなりませんか

ということでありました。天城町にもできたらいいねということでありましたので、

今回奄振事業の中で一緒にできるということであります。 

 一つには、自然と伝統文化体験館というものが天城町のシンボリックな施設とし

て、町民みんなが大事に育てていける、そのような施設にできたらなと思っており

ます。 

 また、中課長がお話しありましたけど、隣接する運動公園がありますので、そこ

と一体化して、本当に高度な利用方法ができるんではないかなと思っております。

そうすることによって山猪工房という山の産物、そしてまた昨日議論になりました

けども、やっちゃえ！いとまん！６次産業化施設もそこに併設されます。そうしま

すと山と海と農業の、そういった特産品が１か所でそういう展示販売、そしてまた

情報発信ができるということでありますので、私とすればぜひそこに造っていきた

いというふうに考えております。 

 そうすることによって徳之島空港、そして平土野、そしてまた自然と伝統文化体



－105－   

験館、この３つを結んだ、徳之島の窓口としてのアピール、そういったものができ

ればなと思っております。 

 具体的には、先日、議会のほうで了承得ました、４千万で実施設計を発注しまし

た。それがこの秋頃までかかるだろうということであります。時間がかかるという

ことについては、十分その地域の方々、また策定委員会の方々とも意見交換をしな

がら、その中で実施設計の中に反映できることは反映していきたい。そしてまた、

実際の金額もそこでしっかりと固まってくるのではないかなというふうに思ってい

るところであります。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 町長は最初、多機能港、平土野多機能港と連携してやるということで、ここにし

ま・ひと・たから平土野港再生というのがあって、みなとオアシスという絵まで出

しております。これ伝泊の山下さんという人ですか。最初は闘牛ドームだったのが、

いつの間にか、そういうふうになってしまっとるし、それ中央にあっても災害時も

非常に役立つし、今７ｍというと非常に危険な状態であります。ですから、そうい

ったところはもう一度再考して、ここに絵も描いてあります、みなとオアシス。 

 それと今非常に強靭化対策やら、それから各学校の施設、老朽化しとる。これよ

りも今ある闘牛場を利用しながら、もう少し時間をかけてじっくり議論をしながら、

先に子供たちの安全な教育の場所、それとか住宅問題、塩満、戸ノ木、ここ辺りを

もう少し、住む場所がないと、ここに人も増えないし、こういうのがあって、一時

的に人が来るだけのような、私は感じがしますので、ぜひもう少し慎重に検討する

ことを要請をして、この質問終わりますが、ぜひこういった家を造らせたり、活性

化とかいう、いろんなのを造っても、何にも役に立たないわけですから、非常に憤

慨しているところでございます。 

 ぜひこれをいま一度、少し検討することを先延ばしして、今住宅問題、一番は住

宅問題、そうすれば人口も増える。それと農業の問題、いろんなことがありますの

で、そういうことをぜひ優先して考えてもらうように、私は要請をいたしたいと思

っております。 

○議長（武田 正光議員）   

 しばらく休憩します。１１時１５分に再開します。 

休憩 午前１１時０５分 

─────────── 

再開 午前１１時１５分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 大澤君。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 次に、多機能港湾のことに関連して、平土野地域の活性化についてということで、

これも町長が言い始めていることでありますが、まずここに絵を描いてある、山下

さんという人が絵を描いてありますが、ここの港公園を見てみますと、非常にさん

さんたる思いがします。このことについて先ほど質問したんですけど、遊具の設置

というのは通りの、通りから子供たちが遊んどる姿が見える。僕はそういうところ

が一番安全でいいんじゃないかと思っとるんですけど、これと土俵を見てみると、

今まではきちっとして、電気施設等もきちっとできよったんですけど、今非常に荒

れとる現状になっていますが、ここあたり、詳しく、どうすればできるかというよ

うな発想でお答え願います。担当の方、お願いします。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 先ほど町長の答弁にもありましたが、都市公園、港公園は都市公園でございまし

て、今やっている事業の中で遊具の更新は、残念ながらできません。新たに設置す

る、通りから見える場所等に設置するとなりますと、ほかの事業を導入するわけで

すけども、今現在、都市計画事業にそのようなメニューがございませんので、先ほ

ども申しました、いろんな工夫をしながら、財源をお願いしながら、そういう計画

を平土野地域活性化協議会とか、そういうところから協議をして、ご意見、ご提言

を頂きながら考えていければと考えます。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 お答えいたします。 

 平土野の相撲場の件ですが、あの相撲場は平成元年８月３０日に完成をして、老

朽化と、あと塩害による、非常に古くなっております。今現在、電気施設が使えず、

屋根の瓦のほうです。昨年度の台風で２枚落ちておりまして、職員のほうで上のほ

うの瓦が落ちないように、今くぎで打ちつけているところであります。 

 令和３年度の当初予算のほうに計上させていただいております。令和３年度当初

予算にて対応していきたいと思っております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 港公園造ってすぐは、そこで相撲を練習したり、いろいろしとったんですが、最

近相撲関係がなくなって、そこ手入れを、芝を刈ったり、雑草を刈ったりは、その

人たちがやっておりました、保護者が、相撲のクラブの。最近はなかなかそれ使う

ところがないから、ただ祭りのときに役場の職員がやっとるような感じします。こ

こあたりも問題がありまして、地域がやるべきじゃないかということをよく私は言
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っとるんですけど、その代わり、あそこの広い駐車場もあります。ぜひここに子供

たちが集うような遊具、小さなので結構です。そんな大きなの要りません、ＢＧみ

たいな。ブランコあります。 

 それと一番の問題いうのはトイレなんです。山側に造ったもんでハブが出て、非

常に危険でありまして、ボランティアであそこも掃除をしておったんですけど、最

近なかなか怖くて行けないような感じがするということであります。ぜひ子供が遊

ぶのが見える公園にしてほしいと思いますが、ほかのことで補助で何か小さなので

結構と思いますが、滑り台みたいなの、そういったのはひとつ何とかできないでし

ょうか。もう一度お願いします。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 都市公園管理費は議決を頂いて、少額ですが、頂いております。その予算の範囲

内である程度設置ができる程度のものであれば考えていきたいと思っております。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 相撲施設におきましても、令和３年度当初予算のほうでやっていきたいと思いま

す。 

 管理のほうといたしましては、定期的に社会教育課のほうで見て、管理をしっか

り、修繕等の必要がないか、定期的に見回りをしたいと思っております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 あそこは平土野の集落が、樹木の伐採をしたり、過去４年前、３年前ぐらいまで

はやったり、いろいろやっとったんですけど、最近、あまり手をかけなくなりまし

た。行政が全てやれば、地域の人たちもあまりやらなくなります。第３日曜日も決

まった日にちゃんとやれば、そこに出てやりますけど、休んだりすると出なくなっ

て、集落で何軒しか出ません。ちゃんとあそこもクバを切る人、そこを剪定する人、

非常にあそこは駐車場も増えて、非常に集落にも呼びかけています。あそこは平土

野のものだということで、公園２つありますが、分けてやりましょうやという話を

しとるところでございます。そういったのを浮かしたりしてできるんじゃないかな

と私は考えております。ぜひあそこの剪定作業とか、そういったのは集落にお願い

をしてやってもらう。 

 そして、土俵はちゃんとクラブがありますので、そこあたりの人たちにちゃんと

管理をしてもらう。いっつも行くと上からかけてあるカバーがめくれかけてやって

おります。そうすると傷みがひどくなっておりますので、またかえんとならん。そ

こあたりは地域の住民、あるいはまた管理する体協のクラブもありますので、連盟

も、そこあたりにお願いをぜひして、屋根があるから、今あそこに人は行かないん
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です、子供たちは。落ちる、非常に危険でそばに寄りたくないです、はっきり言っ

て。ですから、そういったことをやっていけば、これからそういう管理費を利用し

て、こういうのに回せるんじゃないかなと私は考えています。いかがでしょうか、

両課長。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 今、大澤議員さんから提言のありました意見に関しまして、私もそのように思っ

ております。地域住民の方々と一緒に、行政と一緒になって管理ができたら一番い

いのかなと考えております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 ぜひ我々平土野の住民としても、駐車場も大分広いところがありますので、あそ

こもちゃんと刈り込みなどもしたいと考えておりますが、ぜひ子供が行けるような、

小さな遊具で結構ですので、先ほど話した管理費の中で何とかできないか、組替え

でもしてできないかということでありまして、こういうことを要望しまして、とり

あえず課長が先ほど言ったように、何とかつけてもらうような、平土野に子供たち

の声が聞こえるような場所にしてほしいと考えております。ここを要望しておきま

す。 

 次に、危険空き家の除去について、どう考えているかということに対してですが、

町長からもありましたが、課長、これ私の言っている場所は把握していると思いま

すが、この点についてお願いをします。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 申請のあった場所、ここについてあまり明言はしたくはございませんが、今おっ

しゃられているところの場所は把握しております。以前からお答えしているとおり、

除去の跡地が地域の公共の活性化のために供されるものというのが、私ども建設課

のやっている補助事業の要件でございますので、そういうことを考えながら、そう

いうところに適したところでございましたら、事業を導入したいと考えております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 平土野に来たら日よけや、夏は暑い、冬は寒い、またバスを待つ時間帯も、大分

バスが少なくなって、時間を待たなきゃならない。あそこは名瀬の、例えばＡｉＡ

ｉひろばみたいな、そういったのに利用できる場所であります。 

 そして、そんなにあそこ、ロープで引っ張っても落ちそうなような感じの、中は

そうなっていますが、非常にあそこの跡地利用というのは、非常に有効に利用でき

ると思います。人が集まる場所がない。今話しているのは元の映画館です。映画館

の跡地は、私は先ほども、これ令和２年４月２３日も、３人の方の持ち主で、２人
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はここに、天城にいません。それで、何とかできないかということでお願いして、

跡地利用を、何とか町に貸してくださいということで出しております。要望書も出

しております。 

 ここではぼやも出ています。非常に危ないところでありまして、跡地利用につい

ては何度も何度も前の課長と議論しました。いろんな、テントでも張って、そこで

休憩ができる場所からまず始めればいいんじゃないかというような話をしておりま

す。下はコンクリです。非常に災害、防災的にも危ない場所、それと休憩のできる

場所、あとイベントもできます。夏場であれば、テントがあればできるわけでござ

いますが、今駐車、バスケットあれをつくっているところに比べると、車も一方通

行でスピードもそんなに出ない。一方通行のところですので、非常に安全と思いま

す。 

 また駐車場にも半分ぐらい使えるところでございますが、そこのところは認識が、

平土野をあまり歩いてないから分からないだろうと思いますが、非常に駐車場的に

も使えるようじゃないかと思いますが、いま一度、空き家の対策の件について、こ

の平土野の空き家のことについてお尋ね、もう一回、再考できないかお願いします。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 先ほどからもありますように、先ほどの公園のときも町長のほうがお答えしてお

りますが、平土野地域活性化協議会あたりで、跡地をこのように使いたいとか、そ

ういういいアイデアが、国に報告しても、国が納得できるようなアイデアがござい

ましたら、私どものほうではいいアイデアが浮かばないものですから、そういうア

イデアも頂ければ事業に乗せれるものだと考えておりますので、その辺、またお願

いしたいと思います。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 そのことは大分前の課長とは議論しましたよ。そして、む～るし語ろう会でも空

き家住宅、空き家建設物の除去についてということで、これ出してありますよ。そ

れと防災上の問題にもなるということでありますので、ぜひもう一度、空き家対策

の、今日持ってきてないんですけど、ここにありましたね、空き家対策総合支援事

業というのがあるから、こういうのを導入してごらんという話を何度もしておりま

す、私は。これは和泊町が平成１５年から導入をしとるところでございます。 

 そして、そこに地域活性化のために、地域の交流の場にするとか、まず空き家を

除去して居住空間をよくする。そこに集まる人たちのまずテントを建てて、机、椅

子を置く。そこから始まっていくということで話を何度もしていますので、そこあ

たり、こういったのを、これ国が出している空き家対策支援事業というのがありま
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すので、３１年度、こういったところをもう一回、研究して、ぜひ実現をしてもら

いたいと思います。 

 特にあなたは沖縄でこういう学生時代を過ごしたということで、沖縄の建設物と

か、いろんなのを見たり、沖縄のやり方はアメリカからも入っとるので、非常に参

考になっとると思いますが、公園等。そこあたりを生かしてもらいたいと思います。 

 空き家再生事業の導入とか、危険空き家の撤去、これをぜひ要望して、空き家の

件はまた６月に質問させていただきます。 

 次に、いま一度、課長、空き家の計画、こういったのをもう一度勉強、研究して

みる気はないかどうか、お答え願います。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 今、大澤議員が資料をお持ちの空き家総合支援事業につきましては、建設課のほ

うでやっている社会資本整備交付金事業とは別のルートでございまして、建設課の

ほうでは取り扱っておりません。 

 和泊町とか、その辺も空き家対策審議会を所管している課が、そういう事業を取

り入れてやっているものと思われますので、我が町では企画財政課のほうが空き家

対策審議会をお持ちでございます。そちらのほうで検討していただきたいと思いま

す。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 課長、これ何度も前の課長に話していますが、らちが明きません。町長、前回の

質問でも空き家対策を両方でやらないで、１か所にまとめてくれませんかという話

を僕はしたと思いますが、町長はいかがお考えですか。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 平土野地域活性化という大きな枠の中で、私は一つは捉えていくべきだというふ

うに思っております。 

 先ほどの遊具につきましては、いろんな活性化協議会とか農泊協議会もあるわけ

ですけども、当然子供たちが、まさしく大澤議員のおっしゃる、子供たちのにぎや

かな声が聞こえるというのが地域の活力だと思いますので、遊具については早急に、

例えば財源的に今すぐ考えられるのは、ふるさと納税を活用してつくるとか、そう

いったことなども具体的には考えられますので、そこについては検討というか、計

画をし、また令和３年度中には、また議会のほうにお示しすることはできるかなと

いうふうに思っています。 

 空き家については非常に危険であるという、防災上、またいろんな台風のときに
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飛んだりしたらどうするんだというお話などもあると思いますので、そこについて

は除去は必要かなと思っております。 

 ただ国の補助事業を使う場合には、その後の利活用について、どういうことをす

るんだということを、そこに書類として上げないといけないということであります

ので、今所管課としては非常に悩んでいるかなと思っておりますので、そこら辺に

ついて、またみんなで意見を交わして、また令和３年度中には、また議会のほうに

何らかの形で回答できる形にしていければいいなと思っています。 

 全体として私は、平土野地域はどうあるべきかという姿の中で、私は議論してい

きたいというふうに考えております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 町長からいい話が聞けました。ぜひそういうことを要望しまして、空き家対策、

また６月にも検討、話題にしたいと思います。 

 次に、高千穂通り、平土野のメイン通りであります。役場から、宮内商店から下

のほうの高千穂通りの歩道の整備の件は考えられないかということでありますが、

魅力的な整備の在り方ということであります。こここないだというよりも、何回も、

今、私、散歩していますが、歩いていますが、たまたま水をかけとる人がおりまし

て、家の前を刈り込んだりしておる人もおります。 

 歩道が非常に歩きにくくなっております。車道はよく舗装するんですけど、歩道

というのはどこのところも舗装もしないで本当に歩きにくい。車道のほうからしか

散歩できないような現状です。 

 ここそこの通りの人に聞くと、名前出しますが、今休んどるところ、山田時計店

の前のほうで、２年ぐらい前に倒れて、女性の方が骨折した。次には、平土野活性

化のときに聞いた話では、反対側のところでは倒れて、また打撲を負ったと。根っ

こが上がっています。そこ行って見てみました。歩道というのは非常に歩きにくい

ところでございます。 

 それで、歩道のところも、シニアカーも通れるようになっておりますので、歩道

は通れるようになっとるそうです。歩道をシニアカーが通る。ですから、そこを舗

装はできないかということですが、その点、ここはまた港の産業道路になっていま

す。砂を運んだり、砂利をよそから持ってきたりして、大型トラックが物すごく通

行します。それと荷物のコンテナの出入りがすごいです、荷物の出し入れ。ですか

ら、歩道の緑地帯を取るというのは非常に危険な状態になります、今の状態からす

れば、車の状態からすれば。ですから、歩道だけ整備できないでしょうか。 

 それこないだある議員が言っておりました。歩道をカラー舗装にでもすれば、非

常に見やすくもなると思いますが、本町はあそこにちゃんとした緑があって、家が
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建っておる。ちゃんと刈り込みさえすれば、きれいな町になります。非常に緑豊か

で活力ある住みよい町になっていくと思います。ここの点、課長、いかがお考えで

すか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 前回、１２月議会において柏井議員からも質問があったかと思います。その際の

また同じ繰り返しになりますが、今回は、今天小通りは補助事業で舗装、歩道の舗

装の打ち替えをすることができました。平土野３号線についてはそれが、補助が効

かないということでございますので、どういったらそこをきれいに整備できる。ま

た、あとシャリンバイを取る、取らないの話にしても、意見が両方ございますので、

これも先ほどから繰り返しになりますけども、平土野地域活性化協議会あたりで構

想を練っていただいて、どういう整備が好ましいのか意見を頂きながら予算をつけ

ていきたいと考えております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 シャリンバイを取ると夏は暑苦しい。今そこの通りは物すごく暑苦しいし、非常

にああいう白いのを建てると本当に見る目も、見た目も悪い。非常に植樹帯がある

ということで、町の景観もいいふうになっております。歩道が歩きにくいちゅうこ

とです。 

 そして、そこもある職員と、スタンド側があります、海側、そこはあまり伸びと

るので、そこの職員呼んで、ちょっと伸び過ぎて向こうが見えないから切ったらど

うですかっていう話したら、すぐ切ってくれました。神田運送店側のところに、上

から来て曲がるときに、シャリンバイを切ってくれました。物すごく短く切って、

自分で管理しとるところも何か所かあります。そういったことで、地域でちゃんと

した管理をしていけば、非常に見た目もいいし、非常に緑があって町らしく、非常

にいい現状であります。 

 そういったことで、そこに住んどる人たちも、非常にあの植樹帯を取ると危ない

という話をしておりました。一度は信用金庫に車が飛び込んだそうです。それもあ

っても、シャッターまで行ったということですが、非常にここあたり、産業道路で

あります。普通の道路でありません。そこのところをまず頭に入れておくべきだと

考えております。 

 それと、ぜひ優先して、平土野の活性化ですぐやってくださいという話をこの間

しておりましたがね、歩道の整備、倒れているので。その意見を言った人の奥さん

が倒れていましたけど、倒れてけがをしたという話で、何名かが根っこが持ち上が

っとるので、これをぜひ修正でもできたりすれば、物すごく歩きやすく、見た目も
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いいふうになります。ぜひ検討のほうを要請して、この質問を終わります。 

 次に、公営住宅の活用プログラムについてですが、これについて課長、非常に毎

年、毎年、変わっていくんですけど、こないだは３年に一遍とか１０年に一遍とか

いう話をしておりましたが、簡単にころころ変えられますか。変えられて、変えて

いいもんでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 この活用プログラムですが、公営住宅の建設に関しまして、建替えとか新規とか

記入してございます。国費を頂く関係上、ここのプログラムに必ず乗せないといけ

ないということになっておりまして、建替えにつきましては、以前から申しまして

いるとおり、建替え地が更地になる前提で一応計画は入れますが、なかなか予定ど

おり入居者の退去が進まない場合には計画の延長になります。さらに、早めに入居

者の退去がスムーズに進んで更地になれば引き寄せる。そういういろんな観点から

建替えのほうは予定が前後するということになります。 

 それに伴って、全体の建築戸数をある程度、計画の末で何戸造るという計画を立

てて、その数字を守らないといけないということがございまして、建替えが前後し

た間に新規をまた挿入するとか、また新規建設の場合は集落の要望、また敷地が確

保できたなどの要件を満たせば、新たにそこに入れ込めるなどとなっておりますの

で、そういう観点から計画が都度、都度、変わっていきます。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 平土野原のほうには、これ計画的に造って、６棟と８棟、今入居しているところ

ですが、もう少し後のほう、今入りつつあるんですか、そこ８棟のところ、抽選は

しましたね。これ非常に住宅が増えて、便利な場所で、非常に小学校近い、保育所

近い、買物するのも近いし、住みよい場所だと考えております。これには素早い対

応で感謝しております。計画どおりというような感じもします。非常に計画どおり

いきまして。 

 あと名須Ａとかいうのは、令和４年度がまた見直しになっておりまして、あと名

須Ｃ、ここも１年ずつずれておるんですが、それと大和川もこれ４棟、４棟、令和

３年度、令和４年にずれていっています。どうしておたくらの出るものからしょっ

ちゅうずれていくもんで、非常に不信に思うんですけど、いかがでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えします。 

 先ほども申したとおり、大和川などに関しては、入居者の退去が予想より１年ほ

どずれました。ということで、またずらしております。また、西阿木名が新たに入
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っておりますが、敷地が西阿木名のほうで確保できたという観点から、また中央、

南部、北部のバランス等も考慮して、西阿木名のほうにも入れております。 

 名須Ａの一つ減った分ですが、これが当初空き地、今、名須木造Ｄというのを造

っておりますが、そこに公営住宅ができないかという考えをしたんですが、あそこ

は高齢者住宅でまとめたほうがいいということと、あともう一か所、空き地がある

んですが、そこが調べてみますと１棟４戸造れるほどの場所じゃない、急傾斜地に

近い場所でしたので造れないということが分かりまして、名須Ａ団地及び那須木造

団地は、今やっている木造で全て完了ということになりました。それでずらしてご

ざいます。 

 以上です。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 非常にこれ毎年、毎年、こんなに目まぐるしくなると、我々はどれが本当なのか、

どうもこれ何回ももらったんですけど、分からない現状なんです。本当にこういう

ふうに造っていけるのかどうかというのも心配だし、今一番の問題は住宅問題であ

りまして、住宅あれば人口が増える。そういったことで非常に今、島に住みたいけ

ど、花徳に住んでいるとか、ほかの伊仙に住んでいるとかいう人の話も聞きます。

ぜひ住宅をもう少し造ってもらえんかという話もしてきます。 

 ぜひそこの、先ほど言った専門家を入れたりして、技術屋、今そこが要請しとる

と思うんですけど、それにプロの要請を入れたりして、これを早めに計画どおりや

っていかないと、ここに今度できるんだなという思いを持っとるのに、いつの間に

か、均衡ということで西阿木名に行きましたけど、これまだ西阿木名、着工してい

ますか、西阿木名の住宅。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 ただいま外構のほうを発注して着工しておりますが、本体工事につきましては来

週入札予定です。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 これ大和川でしたね。これ早めに住宅は撤去して、空き地にして整地しておりま

した。そこを急遽向こうに持っていって、まだ発注も着工もしていないという感じ

であります。特に後ろのやつを前に持ってくればよかったのに、今そこに大和川に

はまだ造っていませんよ、後延ばしして、令和３年になっとる。これ来年しかでき

ません。大和川のところは４棟、４棟、なっていますが、後回し、令和２年に着工

するのを、西阿木名は持っていきましたけど、これまだ着工していないということ

でありますが、ここに着工するんだということで、前の課長は整地をちゃんとして
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ありましたがね。そういったことで住宅は遠くてもあれば住みますので、ぜひ計画

どおり、早めに早めに、敷地のあるところに造っていくのが、これ僕は筋じゃない

かと考えておりますが、いかがでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 大和川につきましては、平成３１年度、令和元年度に全て更地になりましたので、

そのときに県のほうに話をして、３年度からというふうにお願いをしているところ

でございます。住宅用地があるところから順番に手をつけていって、目標戸数をク

リアしたいと思っております。中央のほうが今大分進んできました。あと北部のほ

うが、今逆に言えば少なくなったのかなと思っておりますので、来年の整備時期、

長寿命化計画・活用プログラムの中では、その辺の均衡も図りながら、敷地が確保

できたところから着工したいと思います。 

○議長（武田 正光議員）   

 大澤君、時間も迫ってますんで簡略に。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 ぜひ、こういうのはちゃんとしっかりと守って、次の敷地のあるところに造って

いく。そうすると西阿木名の人も入ってくる。そしたらまたできたら向こうに変わ

ってもいいじゃないですか。ですから、早めに造っていく。今、喫緊の課題は住宅

です。人口増、こういったことで要請をして、ちゃんと計画どおり進むように要請

をしておきます。全部延長、延長になっています。ここあたりをもう一度検討して、

着実に進むようにお願いを、要請をしておきます。 

 次に行きます。 

○議長（武田 正光議員）   

 しばらく休憩します。午後１時から再開します。 

休憩 午前１１時５８分 

─────────── 

再開 午後 １時００分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 大澤君。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 それでは、農業振興についてですが、各地にトイレの設置、現施設の使用はでき

ないか。現施設のものを開放はできないかという意見であります。まず、現施設の

あるところ、例えば農業センターがあります。ここのところは開放はできますか。 
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○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えします。 

 農業センターは、道路のほうからセンターのほう、入り口右手のほうにトイレが

ございます。ふだんから誰でもが使えるようになっておりますので、利用していた

だければと思います。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 なぜトイレの話するかというと、冬の一番寒いときにショウガの取り入れ、ジャ

ガイモ等、あと畑関係に行くと、ジャガイモの取り入れなどはシルバーから声がか

かると、そこトイレが近いかね、近いところありますかとかいう話をするそうです。

そして、親子連れで行くときに土日、休み、子供を連れていくために、一緒に行っ

て手伝う。トイレがないとどうもねとか、遠いねとかいう話でありますが、まず今、

瀬滝から犬の門蓋まで車で走ってこんといかんと。あと昼食時間に帰ってくると。

そういう話を聞きます。 

 それで、ぜひ現時点のあるやつを開放してくれないかという話です。それで、何

とかこれほかにもありますが、あとトレイルで今度造りますね。企画財政、説明お

願いします。新しいの。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 今回の補正９号でございますが、奄振事業を活用して、松原登山道、天城岳の松

原登山道の周辺整備事業ということで３千万ほどかけて整備いたします。環境省の

ほうが天城岳の登山道については約８００ｍですか、登山道を整備いたします。そ

れに伴いまして、周辺に駐車場とトイレを造ろうとする計画でございます。 

 これにつきましては令和２年度予算ですので、遅くても１２月末までには完成さ

せたいというふうに考えております。トイレにつきましてもございますので、ぜひ

周辺にお越しの際は利用いただければと思っております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 あと一か所、ほかに造れるようなところがありますが、そのところと、あと浅間

の方向のほうと前野のほうには全然遠いところになるんですが、後で農地整備課長、

何とかして浅間の公園のところに造れないかどうかというのも検討、後で答えてく

ださい。まず課長からお願いします。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 お答えいたします。 

 線刻画のところにトイレだということですが、線刻画は県指定文化財を受けまし

て、奄美トレイルのコースとして、これからいろんな方々が向こうを訪れるかと思
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っております。そのためにトイレは必要かと考えております。 

 鹿児島県の地域振興推進事業等に申請しまして、トイレができるように計画をし

ていきたいと考えております。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 浅間ため池公園のところなんですが、ため池公園自体が当時の畑地帯総合整備事

業の区画整理、道路を造ったときに造った公園だと思っております。ここについて

県のほうとも協議をして事業、今畑かん事業をやっているんですが、その事業の中

で何とかできないですかということを尋ねております。 

 回答は、今、昔は施設整備ができてたんですが、今の事業の中では施設整備がで

きませんという回答をもらっておりますが、ここについて補助事業の中でほかにも

メニューがありますので、そこら辺を調べながら県のほうにお願い、もしできるの

であれば、トイレの設置をしていければと思っております。また、その事業等がど

うしても農業農村整備事業の中で難しいようであれば、地域振興事業ないしまたは

ふるさと納税等の活用も今後検討する必要あるのかなと。 

 浅間ため池公園自体が上下のほうにトイレ等が全然ありません。そこら辺につい

ては農家の皆さん、大変厳しい中での作業をしているのかなと思っているところで

す。そこら辺についても、今後協議をしながら進めていければと思っております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 ２か所に予定しておるということと、あと上名道森林公園にありますが、あそこ

も開放、自由に使っていいのかどうか。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   

 お答えいたします。 

 あそこは森林公園ということで、公園を使う方々の屋外トイレを整備をさせてい

ただきましたので、ご自由にお使いください。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 これで町内ほとんど農家の方々が、畑を持っているそばに大分できてきました。

できるような感じがします。ですので、早めにこういうことを、トイレがあればジ

ャガイモも親子で行けるし、みんなで協力して農業生産を上げることもできるだろ

うと考えております。 

 それでは次に行きます。次に、天城の当山２号線の路面性状調査は終えているが、

早急に整備できないかということですが、いかがでしょうか、課長。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 
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 現在、整備計画のほうは令和５年までできておりまして、当山２号線はその計画

には入ってございません。ですから、次期、令和６年度以降の計画に取り込んでい

きたいと思っております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 ここ２０１９年度も穴ぼこで、こういうふうに写真を僕は撮って出しております

が、つい最近も、これも修理してもらいました。つい最近も質問して、危険だなと

いうことで町長も言っておりますが、非常にまた今度も整備して、穴ぼこを埋める

ように、事故があって穴ぼこを埋めるようにお願いしておりますが、そこのところ、

何とか早めでできないか。路面性状調査なんていうのもとっくに終わっとるから、

このことを先に進めていかないと、測量なんか５８年度に行っていますよ。だから、

非常に危険な場所であるということで、今も凸凹が多い。ここのところを何とかで

きないか。町長、最後に答弁をお願いします。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 路線自体が相当長い距離でございます。これについてはまた町の単独とか、そう

いったことではなかなか難しいと思っておりますが、緊急的な箇所については処置

していきたいと思っております。また、ここに引き寄せないかということについて

は、また建設課のほうで協議していければなと私は考えております。 

○６番（大澹 皓一郎議員）   

 ぜひ前に引き寄せて、ここ事故もあったということで大変ですので、そういうこ

とを引き寄せることを要請して、また何とか早めにできることを要請して終わりま

す。 

○議長（武田 正光議員）   

 以上で、大澤皓一郎君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩いたします。消毒作業がございますので。 

休憩 午後 １時１０分 

─────────── 

再開 午後 １時１５分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、議席番号８番、秋田浩平君の一般質問を許します。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 皆さん、こんにちは。先般通告しました質問について１回目の質問をさせてもら

います。 
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 １項目め、施政方針について。 

 その中の農政について。１点目、畑作物について。２点目、農道水路整備につい

て。 

 ２の保健福祉行政について。 １点目、地域支援事業について。２点目、障がい

者福祉について。 

 ３の教育行政について。 

 １点目、学校施設整備計画について。 

 ２項目め、天城町制施行６０周年事業について。 

 １点目、この事業の計画について。 

 明確な答弁を期待して、１回目の質問を終わらせていただきます。 

○議長（武田 正光議員）   

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、秋田議員のご質問にお答えいたします。 

 １項目め、施政方針について。その中の農政について、その１点目、畑作物につ

いてということでございます。 

 お答えいたします。 

 畑作物の今期産につきましては、基幹産業でありますサトウキビが全般的に順調

な生育で、生産量の見込みが６万４千９００ｔ、またバレイショ、実エンドウにつ

きましては引き合いは強いものの記録的な日照不足と季節風の影響による収量の減

少が懸念されています。 

 令和３年度につきましても農業振興を図るために、担い手の育成や畑かん推進、

生産性の高い産地づくり、地産地消、スマート農業の推進に取り組んでまいります。 

 農政について、その２点目、農道及び水路整備ついてということでございます。 

 お答えいたします。 

 農道及び水路整備につきましては、農業基盤整備促進事業の中部地区を継続し、

令和３年度からは新たに北部地区におきまして、農道４９０ｍ、排水路２４０ｍ、

そして南部地区の農道７４０ｍ、排水路２４０ｍを整備することといたしておりま

す。 

 また、県営一般農道整備事業の通作条件整備樹園地等型の実施計画を作成してま

いります。 

 今後も、農道及び排水路については計画的にその整備を行ってまいる所存でござ

います。 

 施政方針について。その２、保健福祉行政について。その１点目、地域支援事業
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についてということでございます。 

 お答えいたします。 

 地域支援事業につきましては、高齢者の皆さんが地域において自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目的とし実施しているところでございます。 

 地域支援事業は、大きく３つの事業に分かれます。１つ目が、要介護状態になる

前に行います「介護予防・日常生活支援総合事業」。２つ目が、高齢者等の地域に

おける包括的な相談や在宅医療と介護の連携体制構築を一体的に推進する「包括的

支援事業」。３つ目が、家族の負担軽減や認知症の理解を促進することを目的とし

た「任意事業」となります。 

 ６５歳以上の高齢者人口がピークとなる２０４０年に向け、関係機関との連携を

図りながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活ができるよう

地域支援事業を充実してまいります。 

 施政方針について。保健福祉行政について。その２点目、障がい者福祉について

ということでございます。 

 お答えいたします。 

 本町では障がいのある人も地域の一員として、共に安心して暮らせる社会づくり

のため、居宅介護・就労支援等の自立支援給付事業や更生医療などの自立支援医療

事業等を行っているところでございます。 

 新年度は、施政方針でも申し上げましたが、試みとして農業センターなどでの就

労機会の提供を行う「農福連携」についても関係機関と連携しながら検討してまい

りたいと考えております。 

 施政方針の教育行政については、教育長のほうからお答えいたします。 

 ２項目め、天城町町制施行６０周年事業について、この事業計画についてという

ことでございます。 

 お答えいたします。 

 昭和３６年１月１日に天城村から天城町へ移行し、令和３年１月１日に町制施行

６０周年を迎えたところでございます。 

 記念事業の計画につきましては、課長会で組織する「町制施行６０周年記念事業

プロジェクト会議」で協議を行っておりますが、その中で記念式典及び祝賀会につ

いては、令和３年１０月３０日土曜日に開催することと決定しているところでござ

います。 

 例年行っております各種イベントには「町制施行６０周年」の冠を掲げることと

し、新たな記念事業については、要望中のイベントもありますが、現在、８月３日

には「夏季巡回ラジオ体操」と７月には「みやまふれあいコンサート」が決定して



－121－   

いるところでございます。 

 これからは、４月には運営委員会を設置し、多方面からのご意見も取り入れなが

ら、６０周年の節目を町民の皆様にとっても記憶に残る１年にしたいと考えている

ところでございます。 

 以上、秋田議員のご質問にお答えいたしました。 

○議長（武田 正光議員）   

 次に、教育関係の質問に対しては、春教育長、答弁を求めます。 

○教育長（春 利正君）   

 秋田議員のご質問、１項目め、施政方針について。その３、教育行政について、

その１点目、学校施設整備計画についてのご質問にお答えをいたします。 

 昨日もお答えいたしましたとおり、老朽化が著しい校舎及び体育館等の施設に関

しましては、計画的な施設整備を行う必要があると考えております。本年度策定中

の天城町学校施設等長寿命化計画に基づき、中長期的な視点から学校施設として求

められる機能や役割等を考慮しながら改修、大規模改修、建替え等の方向性や優先

順位等を設定して、学校施設の整備を進めてまいります。 

 以上です。 

○議長（武田 正光議員）   

 秋田君、質問を続けてください。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 １点目の畑作物についてなんですが、今先ほど私が２８日付でもらったのと少し

違っていたんですが、施政方針に書かれている６万４千９００ｔ、９００ｔの違い

はありますけども、ほぼそのぐらいじゃないかなと、最終的にはもう少し上がると

いうことで私、６万４千ｔというのをもらったわけなんで、多分それに近い数字が

出るのかなというふうなあれなんですが、天城町で６万４千９００ｔ、全体で

１７万７千５００ｔ、約１７万８千ｔちょいに最終なる予定なんですが、これのト

ン数は確かに去年よりいいですよ。１万８千ｔ以上伸びが出ているはずです。 

 ですけども糖度帯、糖度帯になると今年１３．１からの糖度帯から外れたキビが、

例年と比べるとちょっと多いのかなと。これは気象条件等、これによるものが多い

のか、今植付されている品種、サトウキビの品種、これにも関わっているのかなと。

天城町だけで見ると、最低で８．２度、平均１３．６で、これは基準糖度帯に入っ

ていますけども、大体が５２％糖度帯、あと糖度帯から外れているのが２４％、上

がっているのが２２％、この２４％ちょっと例年よりちょっと多いのかなって気持

ちがするんですが、ここで先ほど言った気象なのか、品種別なのか、ここをちょっ

とお聞きしたいんですが。 
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○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 今議員からおっしゃられたように、今年度、糖度帯が昨年と比較しますと、基準

糖度帯に満たないものが２４％ほどございます。昨年の同じ同日実績で比較します

と、昨年が１２．８％ほどですので、約２倍ほどその基準糖度帯に満たない糖度帯

となっております。 

 その原因につきましては、今年度製糖期間が始まったあたりから糖度帯、徐々に

今回復してきてはいるんですが、生産対策本部等でも議論が何度も交わされており

ます。しっかりとした原因というものがはっきりはしないんですが、まず一番は今

おっしゃられたようにこの天候の不順、１２月の降雨でなかなか糖度が上がり切れ

なかった。ここは一番大きな原因かなというところで分析はされているところでご

ざいます。 

 あと、先ほどおっしゃられました品種別というところなんですが、今年度、町別

に比較しますと伊仙町のほうが逆に糖度帯が昨年よりも傾向的にはいいような傾向

にございます。ここでいきますと、その品種の関係もあるのかなというところもあ

るんですが、伊仙町のほうが主に２３号が植えられているようでございます。この

品種につきましては、天候が悪いときにもほぼ同じような糖度帯であったり、成長

がいいんですが、逆に今度天候がかなりいい年になると、さほどその威力が発揮で

きないというようなデメリットもありますので、なかなかその使い方によっては、

場所を選んだり、その年の天候状況にも左右されるところもございます。なので、

畑に合わせた品種というのは今後もお互いに検証しながら進めていかなといけない

のかなというふうに感じております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 まさに今、課長が言ったとおりなんじゃないかなって、私自身もそう思っており

ます。天城町が現実に今、８号と２７号に飛びついている。２７号は単収が上がる

っていうことで、２７号に飛びついているっていう品種もあるんですけど、２７号

はやっぱり夏植型じゃないかなと、そういうふうなことも南西糖業さんの方がおっ

しゃっておりました。 

 だから、こういう品種の、今回春植えの推進のときに天城町さんとしては２７号

の無償苗は準備はしていないというふうな形を聞いております。あくまでも８号、

１７、２２、２３、３０というふうな品種のあれになっているというふうに伺いま

した。それと、私気になるんですが、ここはまだ南西糖業さんから聞いてなかった

んですが、今年初めて製糖期に年内の夏植えを先に収穫すると。これがどういう効

果があったのか、課長のところで分かれば少しお願いします。 
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○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 これにつきましても、徳之島３町の取組としまして、年内操業を継続的に行って

いきたいということと、年内操業のために夏植えを推奨していきたいという一つの

方向性がございます。そのために、今年度試験的に夏植え専用の搬入をということ

で、１週間ほど早めの搬入を開始をいたしました。ただ、１２月はご存じのとおり

かなりの雨続きの天候となってしまいまして、これが計画どおりなかなかいかなっ

たこと。あと、それと農家への周知期間等もなかなかできてなかったところも反省

の一つでございます。 

 次年度以降もその年内に夏植えを収穫するという、この形を定着させるためにい

ろいろとまた関係機関そろって、早い段階からやっていかなければいけないと考え

ております。今年度につきましては、そういったことでなかなかしっかりとした

データが取れないような状況にはございましたが、ただ試験場のほうで出していた

年内で夏植えのキビが年内操業にすごく効果があるというデータと、実際の現場で

のデータは少しずれが出たっていうのが現状でございます。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今、課長のほうがおっしゃったその資料、ここに持ってきています。１４０の畝

幅で夏植えをやった場合というのを、植付け量もこれに示されています。去年夏に、

伊仙のほうで勉強会っていうのがあったところでもらった資料なんですが、これが

本当によければ２７号、夏植えに適しているといわれている２７号、これを今から

出ますけども、植付けをしてそういうふうな形で繰り返せば、単収アップにつなが

ってくるというのは、試験場のほうで示していますので、後ほどまた聞きますけど

も、私は今物すごいあれしているのは、徳之島サトウキビ農作業受委託調整セン

ター、昨年発足しました。これが、去年の夏植えの植付け作業から稼働したと思う

んですが、実際にいま一度、この農作業受委託調整センター、組織の説明のほうを

いま一度お願います。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 昨年の６月３０日、サトウキビ管理作業の適宜実施による単収向上生産安定を目

的としまして、農作業の受委託調整、サトウキビの農作業の受委託調整を行う「徳

之島サトウキビ農作業受委託調整センター」というものが設立されました。一応、

その内容としましては、実際に本格的に稼働するのは昨年６月の発足ですので、今

期に春植えが本格的な稼働となります。 

 まず、これまでサトウキビの管理作業、今の時期になってくるんですが、管理作
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業と収穫作業と植付け作業、これが全てこの時期に集中してしまうということで、

なかなかその作業を委託する場合、機械、労力等でなかなかうまく回転しないとい

う現状がございます。ここをなるべくうまく回転させるように、解消するようにと

いうことで協力農家、サトウキビ農家以外の、例えば機械を持っていらっしゃる、

トラクターを持っていらっしゃる農家とか、そういった方を受託農家として、協力

農家としてお願いをしまして、調整センター、今現在、南西サービスの中にサトウ

キビ受委託調整センターを設置してあるんですが、そちらのほうで農家の申し込み

に合わせて、その受託農家を割り振りを行って、作業を効率よく行っていくという

のが主な内容でございます。 

 ちなみに、１月末現在で協力農家が天城町で３１件ということで協力農家をいた

だいております。あと、調整センターの今、今年度その効果があってと考えており

ますが、今年度は、今期産について春植えの状況ですとか、株出管理についてかな

り計画的に進められていっているのではないかなというふうに考えております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 協力組織、課長のほうで３１件っていいましたが、この間、ミニトラクターを持

っている方が申し込みされて、３２件ということらしいです。今課長が説明したの

が、大まか、本当の説明なんですが、これは大型機械を持って、植付機を持って、

ただやる方だけじゃなくて、ミニトラクター等を持っている方も中耕作業等に参加

できるというふうな捉え方で、南西糖業さんは考えているみたいでした。 

 ですので、私がそこで課長がこの会、糖業振興会の会合でこの話し合いが出ると

思うんですが、そのときにやっぱりこれ南西糖業さんと、また営農集団の方とかも

交えての話し合いになるんですけれども、ミニトラクター等使って中耕作業、管理

作業をお願いするときのその話の中で、畝幅の件とかこういうのも捉えて話し合い

を持たないと、幾ら頼まれても持っている機械で畝幅が小さすぎると逆効果になる

と。横に生えてきている、せっかくの株出で横に出てきたやつ、全部切ってしまう

と。だからさっき言った畝幅１４０っていうのが、キビっていうのは今までそう感

じなかったんですけど、１年目、２年目になると横に出ている株のほうがいいキビ

になるらしいんですよね。だから、なるべく切らないように立てる。だから畝幅を

ちょっと大きめにしとく。それは２番、３番手、２年目、３年目というふうに持つ

というふうなことを聞いて、私もどんどんそういうふうに切り替えているんですが、

これがまだいかんせん周知がされていない。頼んだけど、この畝幅じゃできないよ

とか出る。今は出ませんよ。あと２年、３年してこれが順調よくこの受託作業が動

いていけば、絶対出てくるんじゃないかなという考えあります。 

 ですので、そういうところを踏まえた上での、課長はまたそういう方々との話し
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合いを持っていければいいと思いますので、これは要請しておきますが、今の時代、

全部若手、若手といいましても今主流が６０歳を超えている、キビ作農家の平均年

令の一番脂がのっているメンバーは、全部もう６０歳、ほぼ以上になってきている

んじゃないかなと思います。 

 ですので、機械化で省力化をしてやっていきたい。私、本当にいってスクープが、

貸出事業に入っているというのはこの間見ました。この省力化スクープっていう機

械を、機械というか付属品を私、今回町の補助事業の中に取り入れられないかと、

それを聞こうと思ってやったら、昨日、これの中にちゃんと組み込まれていました。 

 このスクープという自体の機械っていうか、付属品の簡単な説明と、これを初年

度、今年からもう予算入っていますので、まだ予算書のほうで確認はしていないん

ですけど、ここでビジョンのほうでは入っていますので、これ何台ぐらいで、どう

いうふうな形で、単価３０万、そのぐらいじゃないかというは聞いてきているんで

すが、そこのところ課長のほうで分かれば。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 まず、そのスクープの機械でございますが、サトウキビの収穫作業後、土が硬く

なった畝間のほうを、土を掘り越すという機械でございます。ミニトラクターへの

取り付けが可能で、議員がおっしゃられていたように機械としては４０万前後を機

械でございます。現在、糖業振興会のほうでも今期１台購入をしまして、現在、Ａ

ＹＴ等でも広報しているところなんですが、貸出を行っております。一応、その機

械の貸し出しも行っておりますので、活用していただきたいと思います。 

 また、南西サービスであったり、また個々の農家であったり、営農集団等もス

クープのほうは順次取り入れていっておりますので、この機械も活用しながら、こ

れまでロータリーによる２連ロータリーによる作業に比べると、時間的な省力はか

なりあります。１反当たりが、カタログ表示ですと１５分程度でできるということ

で、かなり効果的なものがありますので、この機械をうまく活用していっていただ

ければと思います。 

 また、今年度よりこういった機械の導入に係る助成とか、そういったものも始め

ていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 そうなんですよね。これを、去年、おととしからあちこちで試験的にやるのを見

て、これいいなというような感想してたら今年に入ってから、１月の終わり頃から

だったかな、貸し出しのところにスクープっていう機械がありますっていうのが出

てて、これは全体的に今から一番今必要な機械になってくるんじゃないかなと。畝
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のちょうど株間の横のところを引っかけて内側に土を持っていくもので、肥やしを

投げて中耕してそこに草が生える。それをある程度防ぐ、いろんな効果があるみた

いです。今までやっている方の畑を見て、ああ、どんなもんかなというのをずっと

見てきたんですけど、試験所の先生に去年も少し聞いた経緯もありますし、これは

いいのかなと。 

 早速、課長のほうがこういうふうなビジョンのほうに載せてありましたので、こ

れを機にやっぱりいい機械の補助はこちらとしては大賛成なんですが、またそれに

取り組むための先ほど言った畝幅の件とか、そういうのを検討をやっぱり糖業振興

会とそういうふうな会合のところで、やっぱりもって農家に周知をし、今の高齢化

で人手不足、そういうところを解消できるように持っていくのが行政側の一つの役

割じゃないかなと思いますので、この件は本当にそういうふうな形で、これは

１１５、１２０の段階ではちょっと厳しいです。はっきり言って。ですので、何の

利点があるのかというのを、まず示さないと農家は評価してくれませんので、そこ

のところはやっぱり話し合いの場で議論していってもらいたいと思います。 

 それと、今現在、今年あまり聞きませんが、イノシシの害、それと新たに出てく

るのがクロウサギの食害問題、こういうのが今農政課のほうにはどのような形で伝

わっておりますか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 イノシシについては、今年度被害状況としては昨年と同等程度、昨年より特別増

えているということではないような形ではあります。ただ、捕獲の頭数としまして

は昨年よりやはり増えてきておりますので、現在、２月末で今イノシシが３６０頭、

昨年が３５１頭ということ、おととしが３５１頭、昨年度はちょっとしっかりとし

た数字がとれていないんですが、捕獲報償のなかった期間があるものですから、そ

の期間が数値として上がっておりませんが、そこが大体同等の数字だとしても昨年

より少し早いペースで捕獲がされているような形でございます。 

 その被害の状況についてなんですが、やはり町内の南北、与名間地区、西阿木名

地区がかなり多いような感じで受けられます。あと、それとクロウサギについてな

んですが、当部地区のほうではかなり深刻化しておりまして、逆にイノシシ被害よ

りも少し被害が大きいのかなというような感じが受けられます。何度もその農家の

方から連絡があって、当部のほうの畑のほうによく確認に行っているような状況な

んですが、なかなか今のところイノシシ以上に捕獲というわけにはいかないので、

防御をするすべしかないんですが、なかなかそこも難しいような状況ではございま

す。 
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○８番（秋田 浩平議員）   

 私も、今年、こんな頭数に上がっていると思ってなかったんですけど、少しイノ

シシの被害、キビ等についてちょっと耳に届くのが少なくなっているなっていうの

が意識的にありました。頭数は上がっているというのはもうしようがない。致し方

ないことだと思いますが、クロウサギなんですよ。これ当部地区、また松原上区の

山手側の上のほうですかね、意外と結構深刻な問題にこれまたなってきているんじ

ゃないかなと。今から３月、春植えを植えたとき、その新芽が出てきたときが一番

被害が多くなるのじゃないかなと思いますが、この件についてはまた行政側として

何かしらの手だてを打つ方向性でやってもらいたいと思いますけども。その点はど

うでしょうか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 行政側のほうからとしましては、今畑に侵入を防ぐということで金網柵、あとア

ニマルネット、電気柵等の助成を行っております。今年度につきましても、昨年度

よりも倍増した形での助成として行ってきたところです。 

 あと、それに加えまして１２月議会で秋田議員のほうからもありましたが、４月

にはこれまで各集落に張り巡らしました防護柵ですね、そこの点検・見回り等も実

施していけるように、今議会でそこで今まで実施隊のほうにあった人数の制限等も

なくすような形で、各集落と連携をとってやっていけるような形で条例の改正案も

提出させていただいております。そこの改正後には早速実施隊等を編成しまして、

集落の見回り・点検等もやっていけたらというふうに考えております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 強靭化計画だったですかね。それにも載っているみたいですので、ぜひそのよう

にやってもらいたいと思います。 

 今期のバレイショは、もう本当いって去年までの２年、３年の不作で、今年多分

３千ｔ、３千８０ｔ、このぐらいが目標になってきているんじゃないかなと、この

間、農協さんのほうから伺いました。 

 これを、やっぱり面積が減ってこうなっているのか、病気が多くてこうなってい

るのか、今年、先ほど言った気温の不順に基づき、玉がばらつきがあると、小玉傾

向だという話が聞こえていますが、課長のほうではどういうふうな捉え方をしてお

りますか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 バレイショにつきましては、今お話がありましたようにＪＡの共販分でいきます
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と、計画の出荷量が３千５００ｔあまりから、３千１９ｔ程度まで１６％程度の下

方修正が行われております。面積につきましては、天城事業本部の共販分について

なんですが、３１年度実績が２３６haでございました。令和２年産につきましては

１９５ha、今期産の見込みで１８０haと年々面積については共販分の面積が下がっ

てきているところです。 

 ただ、ここを今その出荷量で見込みのほうでいきますと、昨年と比較しますと、

かなり情報、出荷量の見込みは立てております。ただ、ご存じのように植付け時期

の干ばつ、今度１２月のずっと降雨続きといった天気、あとそれから強風、季節風

の強風です。なかなか今期については天気がかなりあわなかったような感がありま

すので、そこにあわせて当初はなかなかいい形でしたが、今現在かなり小玉傾向に

なってきているということで、伺っております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 そうなんですよ。確かに値段は思った以上にいいです。ですので、ここでやっぱ

りこの件にあまり私深くは入りませんが、やっぱり農業ビジョンは作成して、大体

キビは幾ら、大体バレイショ幾ら、畜産幾ら、ほかのその他園芸物で幾ら、そうい

うふうなやっぱり指針っていうか、それを見て、今年は少ないねとか、こういうの

を割り出すためにはやっぱり農業ビジョンというのは必要じゃないかなと。相対的

な農業生産額を把握していくためには、やっぱり農業ビジョンというのは必要じゃ

ないかなと思いますので、課長のほうで、この間は軽く聞いてはいますけど、なる

べく早めに私たちにお示しくだされば幸いかと思います。 

 また、これは翌日、明日、松山議員のほうからも少し触れると思いますので、私

はこの程度に、この農業ビジョンの件に関しては止めておきますが、今、バレイシ

ョまでは聞きました。 

 今、現実に天城町で一番、新規作物としてここ７年の間に急激にちょっと伸びた

のが実エンドウであります。今までの７年間で、私も多少作っていますけども、今

年みたいなこの強風、台風並みの強風で持っている資材がやられたという年はあり

ません。はっきり言って。多分、ほぼそうじゃないかなと思うんですけど、イボダ

ケなんかは７割から８割多分折れて使い物になりません。来年。 

 今の農政課の支援体制としては、新規または新たに増やす方の対象なんですよね、

これが。もう１反、２反作っている方が、７０％、８０％、材料がイボダケないと

どうしようもないですので、これが完全に折れた。来年全部買い替えになる。だか

ら、来年作る人が少し減らないかなと。今年、豆も本当言って最初から価格は安定

してたんですよ。ですので、やっぱりそこのところを、ちょっと心配するものです

から、この点で課長としては把握していますか、この件。 
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○農政課長（山田 悦和君）   

 お答えいたします。 

 実エンドウにつきましては、おっしゃられるように急激に町の作物としては伸び

てきた作物で、これからも強力な品種として伸びていけるよう支援していきたいと

考えております。今期の強風の話なんですが、本当に予想をはるかに上回るという

か、３度大きな強風が来ております。その中で一番、バレイショについてもやはり

相当な被害を受けているんですが、実エンドウ等については、先週の風でもうほぼ

壊滅状態というところまで来ております。 

 １２月と２月で、まず４反近く支柱の倒壊、あと４０％の約２１７ａが半壊状態

ということで、２月の２回目の強風のときにあったんですが、前回の風でもうほぼ

壊滅状態というところまで来てしまっております。 

 そこで、先ほどありました実エンドウの栽培資材の助成事業なんですが、現在町

で行っている分につきましては新規、あとは増反農家、増反分、新しく植付け分に

ついて対象として４０％以内の助成を行っておりますが、おっしゃられるようにそ

の７年が経過したところで、その資材が老朽化していること等もございます。今後、

またその実エンドウ栽培の資材助成を、令和３年度も同様に行っていくんですが、

その事業を行う前に再度検討をさせていただいて、あと今よりも例えば強力資材が

ないかとか、そういったことも検討しながら、また進めていきたいと考えておりま

す。 

○議長（武田 正光議員）   

 しばらく休憩します。２時１０分に再開します。 

休憩 午後 ２時００分 

─────────── 

再開 午後 ２時１０分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 秋田君。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今いろいろ、畑作物について、私聞いて来ましたが、このやっぱりジャガイモ、

サトウキビ、これが主な、それと畜産が天城町の農産物の代表的な３本柱で、これ

に次ぐ品目として今、実エンドウという形をとりましたが、これ、最終的に、今か

ら多分、課長、町長と相談をして、こういうふうな今年の被害状況を見ながら話を

していかれると思いますが、町長、何かありますかね。 

○町長（森田 弘光君）   
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 お答えいたします。 

 実は、私の義理の弟も実エンドウをつくっておりまして、相当な被害を受けたと

いうお話をしておるところでもあります。また私、やっぱり、農業が元気でないと

天城町は元気でないという、そういう基本的な考え方を持っている人間であります。

やはり、困っているときにはやっぱり、少しでも行政が応援してあげるということ

はですね、農家が元気になる１つの大きな要因かなと思っております。 

 秋田議員と今、山田課長とのお話の議論があるわけですけども、そういう中で、

こういう大変厳しい気象条件、また気候の中で、被害を受けた方々については、ま

た支援をしていくとかということについて、この当初予算の中で、使えるところは

従前使っていただいて、また、不足すればですね、また補正とか、そういった形で、

しっかりとその農家の応援をしていければなというふうに思っているところであり

ます。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 町長のほうからもおっしゃられましたので、ぜひ、そのイボタケも、今使ってい

るのが本当にいいのかどうなのか、これも農協の園芸担当と３町、徳之島農協の園

芸担当にも聞いてみてください。そうすれば、それに代わって、同じような値段で、

もうちょっと強い資材があるかもわかりません。そういうところをお願いしたいと

思いますが、それは大丈夫でしょうか。 

○農政課長（山田 悦和君）   

 先ほどから、その実エンドウの資材について議論されてきたところですが、町の

農業の振興、ここに今、実エンドウは欠かせない作物だと考えております。今後も

また、普及をしていくためにも、推進していくためにも、今、お話のありましたよ

うに、さらに強力な資材等がないか、そういったところも検討しながら、あと、こ

れまでの新規増反分という、そういったところについても見直しを行いながら進め

ていきたいと思いますので、実エンドウの栽培についても、今後もまた強く支援し

ていきたいと考えております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 農政については、畑作物については今、それぐらいですけども、やっぱり、先ほ

ど私言いましたイノシシは別としても、この黒ウサギ、これは天然記念物で、勝手

に手をつけられないという個体物でありますので、環境保護官、せっかく天城町の

４階にいらっしゃいますので、そういう方とどういうふうな形を対応をとればいい

のかと、こういうのも、いま一度話されて、なされてみてください。 

 先ほどから同僚を聞いていますと、朝の４時ごろからの当部のチャンネルをあけ

てみると、相当数のウサギが見受けられるということで、これ一番、やっぱり被害
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を被っているのは当部地区の方ですので、上区もあると思うんですけど、こういう

ところはやっぱり、せっかくの環境省の方がいらっしゃいますので、どういう対処

法というのを、いま一度話をしてください。 

 それでは、２点目の農道及び水路整備について。 

 先ほど出ましたが、農業基盤整備促進事業で中部地区、兼久、天城、これは今、

去年から動いてますよね、現実に。今、１か所まだ工事中なのかな。その継続の部

分でですね。 

 ここに新たに、北部、南部というふうに、この改良事業が出てきていますが、こ

れは場所的に教えてもらえれば一番いいんですけど、大体でいいですけど、どうい

うふうな形の事業に。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 北部地区なんですが、ここについては与名間のほうを重点を置いております。基

盤整備促進事業自体は、畑総地区内は県のほうから避けてくださいということであ

りましたので、地区外のほうを重点に置いております。与名間の県道から海側に向

けての下のほうにありますが、３か所と、あと、水路も県道から下になりますが、

２か所を予定しているところです。延長距離としては、３か所で４９０ｍと、水路

については、２か所で２４０ｍやる予定でおります。 

 南部地区のほうですが、南部地区のほうについては千間海岸のほう、前からずう

っと要望があったと思います。そこについては、３つのお願いとして、町長も一緒

に県の農地整備課のほうに出向いてお願いをしてきたところです。その中において、

千間海岸のほうが路盤のほうが悪いと。そこについては、基盤整備の中で５００ｍ

ほど整備をする予定で今、動いているところです。 

 あと、西阿木名、区長さん宅から北側になんですが、名称が八津間竿（やちけん

ざお）というところがありまして、ここを２４０ｍほど舗装する予定でおります。 

 あと、瀬滝のほうなんですが、瀬滝の健康ランドの北側、そこに沈砂池のほうを

事業でつくってあるんですが、流末のほうの側溝が土側溝となっておりましたので、

ここについて、２４０ｍほどの側溝を設置すると流末処理になります。これが北部、

南部のほうの事業となります。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 総合整備事業が入っている地区は、これは該当しないで、今、兼久でもその地区

外のところで現在、去年やった延長のところで、工事やっているのは確認見ており

ます。こういうふうに与名間から千間海岸、西阿木名まで、こういうふうに入ると

いうのは大変いいことなんですけどね。 
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 少なからず、西阿木名はもうちょっと、水路工事が入ってくれれば、道路排水も

ですけど、地区の集落環境排水の点でも、西阿木名地区は、少し他の地区より遅れ

ているところが見受けられるんで、そういうところも加味して、もうちょっと入れ

ばいいのかなと思ったりしているんであれなんですが、この農業基盤整備促進事業、

これはもう、今年度で終わりですか。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 この事業今、兼久中部地区を、今やっております。令和元年度、２４０ｍ完了し

ておりまして、今回、令和２年度に道路８９ｍ、水路８９ｍと同距離になってます

が、この２箇所今、同時進行しております。ここについても、令和３年度まで、一

部、今やっておりますので、令和３年度に舗装までを兼久のほうが２９０ｍ、水路

のほう１４０ｍと、これで完了となります。こことあと、さらに浅間の上のほうに

なるんですが、６３０ｍほど、道路の表層の整備がありまして、ここを３年、４年

で完了させる予定でおります。 

 先ほど言った北部地区、南部地区については、令和３年度に測量設計を実施して、

令和４年度から５年にかけて、事業実施する予定でおります。 

 あと、この施政方針の中に載せてあります中において、県単事業と言っているん

ですが、農業農村活性化推進施設等整備事業、うちらは県単事業と言っています。

この事業を真瀬名のほうの大吉さん宅の前のほうの玉城に上る道路なんですが、こ

こを６０ｍほど、人家のあるところの、ちょうど道路の真ん中に設置をしたいと思

っております。これはもう５００万円なんですが、今年度、令和３年度単年度で完

了させる予定でおります。 

 あと、それ以外に、施政方針の中に通作条件整備の樹園地等型というのを乗せて

あるんですが、これについては、前回の議会の中でもありました兼久と瀬滝、ここ

を６．３km、両方合わせて６．３km、瀬滝が３．７km、兼久は２．６kmということ

で、６．３kmを予定しておりまして、予算額的には２億５千万円ほどになるのかな

と思っているところです。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 そうですね。推進施設整備事業のところの真瀬名地区も、あそこは上に畑も畜舎

もありながら、牛舎もありながら、道から水が流れているというふうにとらえてま

すけど、そこに水路が真ん中に入れば、排水がスムーズにいけるのかなと思います。 

 それと、課長のほうでおっしゃられましたので通作条件整備、私はこれがどのぐ

らいの規模で計画をし、今年度計画、来年度申請で、許可もらってという流れにい

くんじゃないかなと私なりに考えていたんですけど、これでほぼ、どういうふうな
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ルートで、兼久であれば、瀬滝であれば、外周で行くのか、中を行くのか、その計

画がある程度、課長のところで分かれば少し示してもらいたいんですけど。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 兼久のほうなんですが、兼久の南西糖業のほうを上り切ったところから真瀬名に

アクセスする道路があるんですが、そこの道路を一部と、あと、兼久の農業セン

ターへ向かう基幹農道になるんですが、そこの海側のほうに南北で２か所を予定し

ております。瀬滝のほうについても南北、海側のほうなんですが、３か所予定して

いるところです。塔原遺跡のところが兼久になりますね。ということになります。 

○町長（森田 弘光君）   

 大久課長、１年遅れで下もやるでしょう。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 それもついでに。令和４年度に計画書作成をして、北部地区のほうが、農道整備

を今、何も出しておりません。通作条件のこの事業で、天城から松原までを令和

６年の事業として、令和４年に事業計画書を出していく方向で、今動いているとこ

ろです。 

 それと、あと基盤整備促進事業で、浅間、天城、平土野地区として、浅間のほう

のため池の下、道路が事業的にアクセスができてない道路があるんで、そこをつな

ぐような形と、あと、天城のほうの当山池の南側、そこも整備するところが一部あ

ります。また、真瀬名中央線、神田運送の倉庫があるところなんですが、その前の

中央線が最後まで、道がちょっと悪いような状況にありますので、そこを全てと、

あと、玉城に登る県単でやるところから、県道に今、水が流れているんですが、そ

れを逆に、反対側の南側のほうに落として、河川のほうに持っていこうかなと今、

計画をしているところです。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 こういうふうに、もう聞いてみないと、私たちはこの農地整備課の事業がここ何

年て、畑かん事業が優先されて、ずうっと止まっていたという雰囲気があって、去

年初めて兼久地区に、この促進事業の事業が入ってきて、ようやく動き出したなっ

て思ったら、もう今年見たら、急にぽんぽんぽんぽんっていう事業量が出てきてい

るもんで、改めて今回、聞いてみようと思ったんです。 

 ほぼ、海岸線と、この中の通りが整備されれば、その後は間をつないでいく、あ

と事業が、もうすぐなりますよね。外側を行けば、間をつなげばいいわけですから、

だから、そういうふうに動いていくということは、物すごい、特に、兼久もですけ

ど、特に瀬滝の方ですね。南部ダムが建設されて、畑総が終わって、それで、管工
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事もほぼ、そのときの県単事業ではほぼ終了して、それでも畑総地区内、その地区

が舗装がされない。それがずうっと来ていた。 

 今までの南部地区から出ている議員が、もう何回もこれを取り上げていますよね。

だからようやく、こういう問題が動き出したということは、本当に農家としては、

その地域にかかわる農家としては、物すごいうれしいことなんですよ。 

 今、全部車社会で車で行って、１回行ったら泥だらけになって、車洗わんと、平

土野にも行けないやという感じの道路が結構あるんですよ、南部のほうには。です

ので、こういう事業が、もしこういうふうにとれるんであれば、これやっぱり、こ

ういうふうに事業数が増えてこないことには、天城町の業者育成にもつながらない

んですよね、現実に。こういうふうな補助事業体系の事業が出て初めて、こういう

方にも仕事が回っていき、育成にもなるわけですから、もう農地整備課、この事業

がせっかく動き出した。この事業を止めることなく前に、前に進めていってもらい

たい。これが今、私の本音です。 

 そうすれば、やっぱり、自分たちの環境も、道路事情が変わったら、環境も違っ

てきますので、今全部、トラクターの時代になるし、やっぱり、道が悪いと事故の

可能性も出るし、そういうのが少しでも、そういう面でも解消されていくんじゃな

いかなと思いますので、これは課長、本当に前に前に進めて、これだけやれば、与

名間から、一応西阿木名まで、松原から天城から、もう全部、大体網羅してくる事

業になってくると思いますので、ひとつ、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、２項目目の保健福祉行政の中の地域支援事業なんですが、１回目の答

弁もらいましたが、私これはもう、内容は去年の第３回、９月の定例会で、この事

業についてはいろいろ聞いております。聞いておりますが、私が何で保健福祉行政

で、わざわざ２つ、この後に出てきます障がい者福祉、この２つについて、わざわ

ざ取り上げたかと言うと、私、施政方針をもらいまして、去年、一昨年というふう

に、全部引っ張り出して、その分野をちょっと見てきたんですね。 

 そしたら、この地域支援事業も障がい者福祉のところも、一言一句同じ文章なん

ですね、結局。障がい者福祉は、ちょっと３年間で変わりました。今年、別の農福

という言葉が出ました。だけど、地域支援事業のところを見ると、３年間で文言一

緒なんですよね。であるのに、何で、今現在はこういうふうなのもやっているし、

こういうのの計画もしているというのがないのかなと。逆に、そういう取り方をし

たんですよ。 

 ですので、私たちこれ、ぱっとこれもらったら、ぱあーっと目を通します。もう

同じ流れですので、もうそういうところはぱっとするのが普通なんですけど、今回

あえて、２つ、地域支援事業と障がい者福祉について少しだけ触ってみたいと思っ
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て質問入れてありますので。 

 まず最初に、地域支援事業からなんですが、課長に伺います。 

 今、地域支援事業で予防から包括、こうもろもろやってらっしゃる事業内容は、

私もある程度のみ込んでいるつもりですけども、今年、毎年同じで動くと。業務量

は、その対象の町民の変動で少し変わるで、業務内容は毎年、同じような形でいか

れるということなんでしょうか。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 今、地域包括支援センターのほうで介護予防事業、いろんなサロンと相談事業を

実施しているところです。 

 参加者数であったり新たな体操、中のメニューとか、そういったところは改善を

続けておりますが、基本的に、ゆいゆいサロンについては各集落で、週１回ずつや

りますよ。彩りサロンについては２週間に一遍、保健センターのほうでしますよと

いうところは継続して、中身の充実を図ってまいりたいと思っております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 であれば、中身については、まず予防、その人たちに対する効果的な支援、これ

がそのまま動いていくということでとらえていいんですね。 

 私、去年も聞いたんですけど、今やっぱり、まだ私の周りで認知の段階にもいか

ない人。だけどちょっとという人のあれが、相談が、まだやっぱりあるんですよね。

これは去年、課長が言ったような形で私、ずっと取り合っているんですけど、一般

の方が、これ実際にわかっているのかな。そこをいま一度説明できますか。そうい

った方々を包括のほうにつなぐ、役場の行政のほうにつなぐやり方、これをどうい

うふうな形でやればいいのかというところをお願いします。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 一番、当然多いのは、ご本人なりご家族、ご親族の方が包括のほうに相談に来て

いただいて、困り事の解消に当たるというのが一番多いです。その他としては、例

えば民生委員の皆さんからの情報提供により、訪問してお話を伺うというのがあり

ます。 

 あと、先ほど、ゆいゆいサロンと申し上げましたが、ゆいゆいサロンにしろ、彩

りサロンにしろ、スタッフの皆さん、半ボランティアなんですけども、依頼して面

倒見てもらっている中で、血圧がちょっと、ここ最近高いんだとかいった中で、相

談に訪問行って伺うというのがあります。 

 昨年から始めている事業なんですが。第２層の生活支援コーディネーターという
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のがございまして、独居高齢者で、ご夫婦お２人世帯の高齢者のところを今、全世

帯回っていただいております。困り事ありませんかとか、普段どう暮らしていらっ

しゃいますかという調査をしている中で、ちょっと気になるんだけどとかいうのは、

また実際、つないでもらって、すぐ訪問というところは実施しているところです。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今、２層のところで高齢者って出ましたけど、今現在、６５歳以上の高齢化率

３６％ですね。そしたら、私これ、町民生活課窓口でもらったんですけど、６０歳

以上で４５％、もうあと、５年もすれば、もう４５％にほぼ、何％かのずれ出ると

思いますけど、町民の４５％、６５歳以上になるということなんです。６０歳以上

で４５％ってここに出ていますから。 

 だから、ここの中でも、今のビジョンの中でも高齢化、人手不足出ています。だ

から、今現在、福祉の関係で、増進課のほうでやっている項目は大変いいことやっ

ております。だけど、これをやっていくだけじゃなくて、５年後を見つめたので、

これに載せたんだと思います。だから、これに対する取組を、今、けんこう増進課

としてはどういうふうなのを考えているのか、そこなんです。私が聞きたいのは。 

 お互い年とってきます。だから、もう４５％まで６５歳以上の年齢層が上がって

くるとなったら、もう半分ですからね。それに１８歳以下、２０歳以下の年齢を抜

いたら、その間の人たちでどうやってケアしていくのかというふうに私はとらえた

もんだから、ここをお聞きしたいんですよ。 

 その５年後に対しての、どういうふうな形で元気のある高齢者でいられるように、

けんこう増進課としては、今やっている施策以外には何かないかということなんで

す。そこのところ、課長のほうで何かあれば。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 確かに、高齢化率は上がってきます。その中でも５年後、１０年後というより今

現在、例えば、ゆいゆいサロンのスタッフの皆さん、あるいは、食生活改善推進員

の皆さん、非常にメンバーが固定化して、その固定化したみなさんが、年齢が重な

っていく。今現在、困っている状況がございます。 

 まずそこで、２つの柱で現場とは話させてもらってて、まずは新規、新しい方で

ご協力いただける方を何とか見つけようという動きと、あともう１点が、正面にい

らっしゃる皆さん、サロンの参加者の皆さん、この方たちの中からお世話係を育成

できないかというところで、実際、数か所のサロンでは、血圧の記録であったりと

か、道具のセッティングであったりとか、いろんな協力を得た中で、少しずつ、自

分たちで互助のサロンとかいうところも実現できているかなという思いがございま
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す。 

 いずれにせよ、その高齢化が進んでいく中では、健康寿命もですけれども現役寿

命、今、サロンで頑張っている皆さん、この方たちがまた、なるべく長く携わって

いただけること、目の前にいるサロンの参加者の皆さん、この方たちがずっと健康

なまんまでサロンの参加者として現役でい続けていただくことが、高齢化率の上昇

に対する１つの対応策になるのではないかなというふうに考えているところです。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 そこなんですよね、実質。今、若い方が、この介護のヘルパーとか、そういう介

護の仕事になかなか来てくれない。そういう問題が、やっぱり、あちこちの事業所

でもあるみたいです。下手すると、６５歳以上、７０歳になる方がヘルパーさんで、

まだ、その高齢の方を見ている、これが今の現状になっているみたいですけど、こ

れがあと５年後になると、自分が見られるときにはいないじゃないのとなる可能性

もあるわけですよね。 

 だから、これをどうにか、若い方も近ごろなかなか出てこないというのを何回か

聞きますけど、やっぱり、何かしらの方策を考えて、公的には社会福祉協議会とか、

あちこちの施設が、事業所がありますけど、やっぱり、そういう方たちとの、今の

段階でどうしようかだけじゃなくて、これからもどうしたらこれが維持できるか。

もうちょっと質を落としてでも、どうにか維持できるような方向性を探るとか、こ

ういうのをやらないと、現実に、私これ見て、あと５年後どうなるんだと。もう半

分が６５歳以上の高齢化になるんだととらえたときに、やっぱり心配しますよね。

これは。現実問題として。 

 だから、これがどういう解決策があるかというのは、はっきり言って、課長のほ

うでもわからないと思います。多分、本人の自助努力、今言いました公助で補う、

活動を補う、こういうのしかないんじゃないかなと思うんですけど、それでもやっ

ぱり、元気の老人といいますか、その対象年齢の方の元気を保っていくのが、やっ

ぱり大事。それでも、各集落のいろんなサロンとか、こういうのに、女の人は出て

くるけど、男の人はなかなか出てこない。これ、一番大きな問題。 

 そしたら、まず、男の人、伴侶が亡くなって、もし、１人になったときに、男の

人が本当に困るみたいですね。やっぱり、そういうのもあるし、やっぱり、ある程

度の年になったら、高齢の夫婦になっていく段階の中で、やっぱりその夫婦で何か

しらの生きがいというか目標、これを人を見守るのか、楽しみでやっている方も、

やっぱりいるみたいですので、やっぱり、そういうのをいろいろ拾い上げて、こう

いうのはいかないと、すぐすぐ、行政がどうできるとかいう問題じゃないんじゃな

いかなと思います。実際に言って。課長のほうでどうやったらいいのかなというの
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が本音じゃないかなと思っています。 

 ですから、私がずっと、もう何回か出してますが、昔の黄色いハンカチじゃない

んですよ。私たち一回、そういうのをやろうとしたことがあるんですけど、あなた

はあの人とあの人を気をつけててねと。朝ドアが開かない。そういうふうなのを、

昔、ちょっとだけでもやった経験があるんですよね。だから、そういうなのを復活

させてくるとか、前回も町長にも聞きましたが、今、昨日、名瀬が災害のマップを

作ったみたいです。調べてもう一回作り直したというのが載っていたみたいですけ

ど、私が言っている、こういうのを災害もろもろ、引っつけられた情報をどうにか。 

 前回、町長のほうから、この間の避難、去年の台風時に避難をするために確認を

とった人たち限定としても、少しつくってみるとか、やっぱり、何かしらの今、国

土強靭化で台風、地震もろもろのことに関しての予算づけは、いろんな形で出てき

てますよね。だけどまず、その中で、要介護者の避難経路確保とかというのも、私

は考えようによっては考えられないかと思うんですよ。 

 そういう面から考えていけば、私は何かしら引っついていかないかなという考え

はあるもんですから、いま一度お聞きしますけど、これは総務課長のほうがいいの

かな。もしあれだったら、こういうのがもし、やってみようかなと思うんであれば

ですよ、そういうのが考えられないかということなんです。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 今、秋田議員がおっしゃった災害時の介護の方もですし要配慮者ですね。一般的

なところですが、実はけんこう増進課のほうで以前お話した支援システム、令和

３年度の当初予算に上げてあります。 

 さっき申し上げた第２層のコーディネーターの皆さんがいろんなデータを集めて

いただいているので、その中で、前回の台風は予想の中なので、事前、役場が動け

たんですが実際、地震、津波等になると、役場が先に動くというのは現実的に不可

能です。なので、秋田議員がおっしゃったように、この人はこの人とこの人が気を

つけようねって、公民館までここを通っていこうねって、前つくってらっしゃいま

すよね。あれを再度、しっかりつくった中で、その話を進める段階の中で、もう一

度地域のご助力、そこに住民の皆さんが目がいってもらえれば、非常に安心な集落

ができ上がるのかなと。そこに進めるためにはどういったことが必要かなというと

ころを今、考えているところです。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今、課長が言われたのが私の言わんとするところであって、ただ、私もまだ、自

分のここのいろいろ調べるので、一々、予算書の細かいところまで、まだ目を通し
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てませんのであれだったのですが、気になるところと思ってやったんですけど、そ

こまでは行き届かなかったというのが私のあれですけども、今、課長がおっしゃっ

たのが私の言わんとするところです。それがやれれば、普段からのその人との付き

合いも、「どうね」って声かける。これだけでも全然違ってきます。こういう方た

ちには。だから、そういうふうな形での小さい接点からの形で、そういうふうに、

マップに持っていくぐらいの、私はそれでも十分だと思います。 

 頑張って、自分で、自助努力で、できる範囲内は自分で、自助努力をし、公助で

助けられる分は助け、また、自分も助けられるようになりますので、そういうよう

な面を保健福祉地域支援事業としてぜひやっていってもらいたい。 

 また、私も何回か今、保健福祉地域包括のほうには、何回か相談事もいってます

のであれなんですが、ぜひ、これを前に進んでいけるように頑張っていってもらい

たいと思います。 

○けんこう増進課長（碇本 順一君）   

 先ほど、人材確保の件で、１つ報告し忘れておりました。 

 即効性があるところではないんですけども、県の音頭取りで、大島地区の介護職

の確保問題という協議会がございます。その中で、大島郡内、どこも似たような状

況で、その中で、各事業所の工夫であったり、各自治体の取組であったりを、お互

い、意見を出し合ってという動きがあります。 

 もう１個が、天城町の将来の医療と福祉を考える会というのがございます。この

中でも、医療だったり介護だったり、専門職ですね。の人材不足について、どうし

ましょうかというところで協議を進めている部門がございます。 

 ただ、先ほど申し上げたとおり、この２か所とも、即効性のあるところはなかな

か出せないかとは思うんですけども、少なくとも、地域共通の課題ということで取

り組んでいくという意味では、十分意味があることだと思いますので、いろんなと

ころを勉強したいと考えているところです。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ぜひ、そのようにお願いしたいと思います。 

 それでは、２点目の障がい者福祉なんですが、これも先ほど言ったように、３年

間、ただ下のほうに１行だけ、２年連続使って、今回はそこを変えて農福に変えて

ありました。だから、実際にこういう事業の中で、福祉関係、事業の中で書きよう

がないのかもわかりませんが、ただ、私としての気持ち的には、障がい者福祉って、

現実にはどんなんだろうという思いしかありません。改めて、課長のところへ行っ

て、何々しているのと、こういう機会はまずありません。 

 ですので、今現実に長寿子育て課として、この障がい者福祉を行っているわけで
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すが、ここで言う障がい者福祉に対象になる方、これはどういう方を指しているの

か。対象にしているのか。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 障がい者福祉につきまして、対象者ということでありますが、身体障がい者手帳

もしくは精神障がい者手帳、あと療育手帳を保持し交付されている方が対象となり

ます。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 私もあちこちのところでそのように伺いました。 

 今現在、いろいろの給付、日常生活にあれする給付等は今、行政のほうで行って

いるみたいですが、今、長寿子育て課として行っている中での身体介護、就労支援

もろもろ、そういうのがどういう形で動いてますか。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 障がい福祉サービス事業になろうかと思いますが、その中で、いろいろございま

す。介護給付ですが、介護給付については、居宅介護であったり重度訪問介護、あ

と生活介護等がございます。あと、そのほかにも、訓練等給付というのがあります。

これは自立訓練であったり就労支援ということになります。 

 あと、そのほかにも相談支援とか、あと補装具の給付とかあります。実際は、島

内には２９の事業所があります。これ、それぞれ、これは社会福祉協議会も含めて

ですが、２９の事業所がありまして、それぞれの事業所において提供するサービス

の種類は異なります。 

 今、天城町には社会福祉協議会も含めまして４事業所で、それぞれできる居宅介

護であったり、就労支援は天城町にはないんですけども、そういったものを事業所

に置いて実施しているところでございます。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 相談支援事業所として、社会福祉協議会の中に、その部署はあると。社会福祉協

議会のほうで伺いました。今一番、その方たちが、またその家族が、一番、心配事

で考えるのは、これ今、何が一番考えると思いますか。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 たしか、昨年の、ちょっと何月だったか覚えてないんですけども、大島支庁、県

の福祉事務所が主催で、伊仙町のほうで、障がい児の保護者とかも交えまして、意

見交換会がありました。 
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 その中で出たのは、子供の移動の問題であるとか、そういったものがなかなか自

由にできないということ、後は、特別支援学校ですか、そこあたりの先生の問題と

か、そういったものが、今ちょっと、徳之島高校のほうの中にあるその関係のとこ

ろがちょっと、人材が、先生がちょっと減ったとか、そういう話も伺ったりしてお

ります。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 さっき言われたのは、これを話し合うために、徳之島地区地域自立支援協議会、

多分３町でつくられている協議会じゃないかなと思うんですけど、こういうのはあ

りますよね。その中でやっぱり、いろんなことを、徳之島の場合はいろいろ決めて

というか、話し合いを行って、こうやってきているというのを聞きまして、さっき

出ました移動支援、生活支援ですね。この点がやっぱり、今一番考えることだと。 

 家族が一番心配する。知的障がいの子供であれば、まだそこまでいかないんであ

ろうけども、やっぱり、年をある程度とっている方は、その家族が一番心配するの

は高齢化だと。自分も高齢化、子供も高齢化になってきたらどうしようというよう

なのがあるみたいです。 

 今、天城町で現実に行っているのが、居宅とかいろいろありますが、まず、公に

そういう施設等を利用させてもらってやっているのが身体介護と就労支援ですけど

ね、現実に。今、その施設は天城に今、何か所ありますかね。就労支援はないと思

います。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 居宅介護につきましては、天城町では３か所ございます。生活介護につきまして

は現在、１か所ということになっております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 うちでは１か所。多分今。兼久のほうに設置。この間、再オープンしました向こ

うの施設だと思います。 

 それであと、こういう方の徳之島全体でこういう方の入所、もし、ちょっと厳し

いと。入所となった場合のあれは、徳之島３町のほうでは、どういうふうな形で、

どこの施設１か所、多分あると私聞きましたが、そこはもうちょっとということで

あれなんですが、ありますか。そういう入所施設。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 徳之島町のほうに入所のできる施設は１か所ございます。しかしながら、ちょっ

と今、現状としては受入れが難しいということを伺っております。 
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○８番（秋田 浩平議員）   

 現実、私もそういうふうにちゃんと伺いました。聞きました。 

 今、現実に身体のほうは、今、課長がおっしゃったとおり、天城町行ってます。

身体介護で今、兼久のほうも入浴介護とか、もろもろやっているというのを伺いま

した。 

 就労支援、徳之島町のほうに、この施設等があって、天城には現在ないと思うん

ですが、整理はしてあるけど、まだそこまで手が届かないというのはありましたけ

ども、この就労支援の中で、今現実に、長寿子育て課と天城の社会福祉協議会、こ

こが一応相談窓口ということで、こっちは理解していいですか。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 就労支援事業自体するのは事業所になります。ですので、長寿子育て課ではあり

ませんが、こういった事業所がありますよという案内は、長寿子育て課ではできま

す。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 それは社会福祉協議会でも。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 社会福祉協議会もですね、はい。社会福祉協議会も就労支援施設ではございませ

んので。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 それでは、私のやっぱり思っていたとおりで、行政側は長寿子育て課、一般では、

社会福祉協議会が窓口で、こういうふうなのを紹介できると。今多分、天城町で、

４か所か５か所ぐらいに行っている、いらっしゃる方、また、入所している方も何

名か、天城町がいらっしゃいます現実に、私、夏祭りとかちょこっと顔を出したり

はしますので。 

 そういうふうにして、だけど私、この間、花徳にある施設にちょっと伺ってきた

んですが、やっぱり結構、社会の中に出て、一、二時間の軽作業でもやるのは、物

すごく本人たちが喜んでやっていると。何も違和感ないですよというふうに話を伺

ってきました。 

 次にいくんですが、ですから、天城の子供結構いってますよ。亀津のきずなさん

とか、あと、あけぼのさんとか、もう結構のところに行って頑張ってらっしゃいま

すのであれなんですが、今年の施政方針の中に、ここに農福連携という文字が出て

きたんですよ。何年かぶりにかと思うんですけど、多分、これが出て、これを私た

ちがもらって読んで、その後、２５日付の南海日日さんに、伊仙町が、発達障がい



－143－   

児の母の会という感じの虹色クラブというところが、キャベツを植えて、ブロッコ

リー植えて、これを収穫してポトフをつくってという文言の記事が出ました。 

 ここにありますが、「親子でポトフ手作り」というのが。天城町にも昔、この母

の会みたいな感じの、発達障がい児の母の会みたいな感じが、あれがたしかあった

と思うんですけど。これ、現在はどういうふうになっていますか。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 手をつなぐ会かと思います。今現在も活動しております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ですのでこれ、町内というか、役場内でもこういうふうなので、何か軽作業がな

いかという、何か調べたっていう経緯がちらっと聞いたんですけど、そういうのは

ありますか。 

○長寿子育て課長（森田 博二君）   

 お答えいたします。 

 １２月議会の中で、平岡議員のほうから農福連携という提案がありました。その

議会後に、農政課長ともいろいろお話をさせていただきまして、事業所の方の意見

等も伺ったんですけども、現実的には、国の補助事業をもらった農福連携というの

は、民間人の方が手を挙げない限り、かなり難しいという話がありました。 

 そういった中で、行政として何か、そういった障がいを持つ方に対しての支援が

できないかということで、町の短期報償を支払っている、いろんな短い作業になり

ますが、そういったもので、その障がいを持っている方々が就労の機会、日中の居

場所の提供ができないかということで、来年度取り組んでみましょうということの

結論になりました。 

 先週の課長会で、まだ来年度の当初予算は確定はしておりませんが、その予算案

を見ながら、短期的な雇用があれば、とりあえず全部、報償費まとめて出していた

だきたいということで、全課にはお願いをしたところであります。 

 その後、それがまとまれが、先ほど申し上げました手をつなぐ会であったり、社

会身体障がい者福祉協会であったり、各種団体の代表者の方と相談をして、できる

のがあれば支援をしていきたいということで考えております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今、課長がおっしゃったことは物すごいいい取組だと思います。 

 町長、この件は耳にしてわかっているわけですよね。こういう農福連携を活用し

た障がい者の。 

○町長（森田 弘光君）   
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 やっぱり、障がいを持つ方々がいかにして社会参加するかということが大事かと

いうようにずっと考えてまいりました。ただ、なかなか、国の補助事業とか、いろ

んな大げさなところから持っていくというのはなかなか難しいということで、じゃ

あ私たち、役場の中で何かできることはないだろうか。 

 例えば、農業センターが育苗をしてますね。あのポットをつくるときのそういっ

た作業とかですね、何か、そこら辺からもし始められたら始めて、その場を広くし

ていくことができればなという思いで、今、役場の中で、森田課長を中心にして、

そういった動きをしているということについて、私は後押しをしているというとこ

ろであります。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ぜひ、この取組は取り組んでいってもらいたいと思います。 

 それでは、３点目の教育行政のほうに入ります。 

 学校施設整備計画について。 

 まだ、私これ、第４回の聞いておりますが、長寿命化計画が策定されなければわ

からないということでありましたが、一昨日ですか、総合振興天城ビジョンが手元

に来まして、これを見たときに、計画の中に北中、給食センター、西阿木名が新た

に入って、天城中学校、兼久小学校体育館は、この中から消えています。 

 第４回の去年の１２月に聞いた与名間、三京、これも抜けてます。これはどうい

うことなんでしょうか。そこのところ、お願いしたいと思います。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 先般ですね、天城町振興計画の案を皆様に配布させていただきました。今後です

ね、審議会を経て、また、最終本会議で追加提案できればというふうに考えている

ところです。 

 今の質問のその一番最後の事業計画のところかと思います。 

 今回、その振興計画につきましては、基本構想部分と実施計画の部分が分かれて

います。その基本計画につきまして、１０年間ということで、ケースを上げており

まして、後ろのほうですね。実施計画については、５年間前期の事業計画というこ

とであります。この作成に当たりましては、主管課のほうとも１０年計画をヒアリ

ングしながら、そのうちの令和３年から７年までの５年間分について掲載されてお

ります。 

 今のご質問の学校等につきましては、後期の期間に計画が上がっているかと思っ

ております。 

○８番（秋田 浩平議員）   
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 じゃあ、今の説明はわかりましたが、課長のほうにちょっと聞きます。 

 今現在、与名間、三京、西阿木名の校舎、体育館、これは全部、耐震はなされて

いるわけですね。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 現在、学校施設長寿命化計画を２年間で策定を進めております。今年度、策定が

終了次第、皆様のお示しさせていただきます。それに基づいて今回、町で第６次総

合振興計画の事業実施計画を策定しております。これに反映させていただいており

ます。 

 学校施設につきましては、それに沿った形での診断等を実施しております。 

○議長（武田 正光議員）   

 しばらく休憩します。３時２０分に再開します。 

休憩 午後 ３時１０分 

─────────── 

再開 午後 ３時２０分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今、先ほどから、ちょっと説明を受けたりしまして、これは一応、計画の一覧は

前期の５年分だと。後期の分があると、そういうふうな形で分けてあるというふう

な説明を受けましたので、私は単純に、前期５年のやつ、これと対照したもんです

から、そういうふうなことになりました。 

 これから西阿木名、ここに載っていますが、もし、このままつくるんであれば、

今からどういうふうな手順で。あと、耐震はやろうとして、体力度調査というのも

話が今、出てましたが、そういうなのは、どういうふうな計画でいかれることでし

ょうか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 西阿木名小中学校に関しましては、令和７年度から８年度という形で、事業実施

計画等、今、協議を進めているところです。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 ここに３年度から７年度までの各学校の施設の整備計画が出ておりますが、当局

としては、この整備総合振興計画を作成した中でのこの学校の施設というのをどの

ような位置づけでとらえて、この、こういうふうな年度に振り分けたのか、ここが
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私たちの一番わかりづらいもんですから、どういう位置づけなのか、そこのところ、

お願いしたいと思います。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 教育委員会としては、各学校施設等の管理をさせていただいております。 

 この中で、直近では給食センターの建設等を第一に考えております。それに従い

まして、各学校、年次的な計画でという方向で、町長部局のほうと協議を進めさせ

てもらっています。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 で、こういうふうな形になったと。まあ、これはもう、こういうふうな形でいく

ものだと、私なりに納得はしますけども、今の天城町の総合ビジョン振興計画、天

城ビジョンを作成した中においての、これは企画課長になるのかなと思うんですけ

ど、結局、私が聞きたいのは、学校の施設整備はどのような、これとこれじゃなく

て、天城町の総合計画の中での比重ですね。どのぐらいの比重の位置にいるのか。

そこのところ、もし、答えられればで結構です、これは。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 学校教育施設、校舎、体育館、このようなものについては、非常に比重は高いも

のと考えております。 

 主管課のほうからですね、これ全課なんですが、事業計画を１０年間出していた

だきました。それをトータルすると年度による偏り、そういったものが出てきまし

て、いろいろ協議しながら、年度を調整させていただいたところであります。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 基本的に、長期振興計画天城ビジョンにつきましては、町の１０年後を見据えた

天城町の進むべき羅針盤だというふうに考えております。 

 基本構想では、文章表現が主なんですけど、その文章表現である基本構想基本計

画を実現していくために、ソフト事業からハード事業まで、こういった事業をする

んだというのが前期計画、後期計画ということはあるわけですけども、やはり、そ

こもしっかりと、この５年間の中でやりながら、５年間の中でやりたいということ

であります。 

 もう一方、例えば、兼久小学校ですと、補正予算がついたということで、急遽、

前倒しをした、そういった経緯もあるかと思い、私、認識しております。そのため、

今、総務課長から７年、８年というお話もありましたけど、やはり、しっかりと事
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前準備をしてですね、そこはまた国の、私たちなかなか自前でやるということもか

なわない財源の中ですので、国の補正予算とか、そして、補助裏もまた、補正予算

債というのがつくとか、いろんなそういう好条件の場合が出てきますので、そこに

いつでも乗れるような、そういった体制は私はとっておきたいなと思っております。 

 そして、この５年間の中でやりますよということでありますので、基本的には、

３年から５年間の中でということでありますけど、そのちょっと前、後ろというの

はあろうかなと思っておりますけど、学校施設については今度、長寿命化計画が今

度、３月までに出るという話ですので、そこら辺のその耐用年数の疲労度というか、

そこら辺も把握しながら前倒しをするとか、そういった形にしていきたいと思いま

す。 

 そのために、しっかりと鹿児島県の県教育委員会とも、このコロナでなかなか動

けないところもあるんですけど、そこら辺については、鹿児島県教育委員会ともし

っかりと事前協議というか、意思疎通を図りながら、天城町の考え方というものを

しっかりと鹿児島県教育委員会にもこれから伝えていきたいというように思ってお

ります。 

 今、企画財政課長お話のように、やはり、私たちの次の世代、私たちの次を担う

子供たちのことですので、みんなでしっかりとやっていきたい。そこで、財源の問

題が厳しいから後回しするというような、そういった弁解はなしにしたいというふ

うに思っております。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 今、町長がおっしゃったとおりで、児童生徒のことを考えて、環境は、同じ環境

で勉強できる、これがベストだと思いますので、この計画、なるべくいい予算がつ

けば、前倒してでも、こういうのは解決できればと思っております。 

 それとは別の件なんですが、教育長、天城中学校のフェンスを取替えしたんです

が、あれを見て、教育長の今の見解はどうでしょうか。 

○教育長（春 利正君）   

 お答えいたします。 

 長年の懸案事項でありましたので、ようやくできたということを感じております。

子供たちもそのフェンスを見ながら、思い切って運動ができたり、学校教育活動に

十分できるんじゃないかなと、こう思って喜んでいるところです。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 私これ、工事中にちょっとトラブル、水道のトラブル、あともろもろ、昨日だっ

たかな。出てた。あの件が出て、私も現場行って見たら、どうも道路側が低いと。

そのまま行くのといったら「うん」と言うんですよね。だから、ちょっとおかしい
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よということで、このあれを、ちょっとかかわった経緯があるから聞くんですけど、

あの道路側、私から見るとどうも低いと。だから、最初に私、言いました。 

 今、野球ができる、ナイターができる施設、天城中学校１か所ですよね。それで

認識いいわけですよね。社会人の場合、３塁線にファウル打ったら出ますよ。今の

高さであれば。軽く出ると見てます。奥のほうの畑側のフェンスは上げてもらいま

した。それでもあれ、サッカーゴールがあの前に来ますので、ボール出ると思いま

す。 

 だから、ああいう取り替えたのは物すごくいいことですよ。じゃあ、学校にこう

いうフェンスをつけるとか、こういうのの基本的な考え、決まり事とか、こういう

のはあるんですか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 天城中学校に関しましては、現状、補修が必要ということで、以前から聞いてお

りましたので、現状の形での補修ということで、お願いをしておりました。 

 フェンスにつきましては、高さ等が私も確認をさせていただいたんですけど、や

はり、道路側が低いというのは事実です。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 じゃあ、もし、これが何事もなく過ぎればいいんですが、もしボールが出たとか、

車に当たったりとか、こういうのが出たときには、その後の、やっぱり防球ネット

の関係とか、よく、鹿児島市内で、結構、道路に面している学校、結構な高さのフ

ェンスを張ってます。あれ多分、学校側からの、結局ボールの出るのとかを防ぐた

めに、あの高さにしているんじゃないかなと、私は認識しています。 

 ですのでやっぱり、今から、何もなければいいですよ。取り越し苦労で終われば

いいんですけど、万が一、ナイター野球のときに、幾ら、軟式ボールだと言っても、

結構いいあれで、ぱあーんと当たったときには、人間、瞬間的にブレーキ踏みます

よ。何かしらのことがあったときには、私はこれ、大変いけないなということで、

今これを聞いていますが、なるべく、そういうなのも、社会人野球とか、普通のあ

れでもいいんですけど、そういうのがあるかないかというのぐらいの、半年に一遍

ぐらい聞き取りするとか、そういうのは対応して考えていってもらいたいと思いま

す。 

 先ほどの障がい児のところなんですが、今現実に、天城町で療育を受けている方、

何名ぐらいいらっしゃいますか。療育児、障がい児の療育。今現実に、多分今回、

１人高校に行くんで、多分、予算、ちょっと上げて組んであるんじゃないかなと思

うんですよ。あれ、大島養護学校の徳之島分教所ですので、そこで療育という形で、
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そこで授業をしている。 

 だから、今まではそんなにかかってないと思うんですけど、多分、あると思うん

ですよね。今現在、何人ぐらいいて、今、学校にはいないと思いますけどね、小学

校には。支援員で済んでいると思うですけど。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 現在、大島養護徳之島分室のほうからの要望で、新年度の予算につきましては、

増額をお願いしております。新年度、約１３６万７千円ですかね。予算計上を、済

いません。詳しい数字が。１３６万ほどを要望させていただいております。 

 これにつきましたは、先日、大島養護学校校長先生と県の義務教育課のほうから

説明に来られて、３町で説明を受けました。次年度は４学級になるということです。

それに対しまして、増員があるので、支援員に対しての３町での負担の増になりま

す。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 これ私、約１０年ぐらい前に、知り合いの言葉が２人、３人、こういう環境の中

でいまして、いろいろ話を聞かされ、役で聞いた覚えがあったんで、今現実はどう

なっているのかというのをちょっと知りたかったもんですから。 

 それでは、最後になりますが、事業計画。町制６０周年事業のですね。その中で、

８月３日に巡回ラジオ体操があるということなんですが、これに向けてどうでしょ

う。朝６時半、ラジオ体操をやっているというのは分かります。無精で、なかなか

それに習慣づけができない私なんですけど、これを、時間を７時前後とか１０時と

か１２時とか、町の防災無線を使って、そのラジオの放送がなったときには、その

場で全員、ラジオ体操をすると、こういうのを４月１日付けからやってみたらどう

かということなんです。 

 そうすれば、絶対最初は「何で」って出ます。でも、健康維持のために、なかな

か６時半にあるというんだけど、通勤通学の関係もあってできないとか、もうその

時間、夏場であれば７時前にもう、畑に行っている方もいるだろうし、そういう人

たちが、その音楽を聴いたとたんに、その場でやればいいんですから、人見てない

から。 

 だから、こういうのを町として１つ、やっていくという考え、これは私、変な考

えなんでしょうか。こういうのはどうかなと思うということなんですけど、どう思

うんでしょうか。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 お答えいたします。担当課の社会教育課になります。 
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 非常にいい意見ありがとうございます。今、社会教育課のほうでも話しておりま

して、実行委員会を立ち上げて、その実行委員会の中にも入りたいという校長先生

なんかもいらっしゃいまして、いろんな意見を聞いて、夏期巡回ラジオ体操に向け

て、取組を前もってやっていきたいなと。健康づくりとコミュニティづくり、非常

にいい意見だと思いますので、ぜひ取り入れさせていただきたいと思います。 

○８番（秋田 浩平議員）   

 もし、本当にこれが取り上げられるんであれば、やってみたらいいんですよ。 

 いろいろとこういうふうに質問してきましたが、健常者の私たち、また障がいを

持つ方、一緒になって頑張っていければと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。 

○議長（武田 正光議員）   

 以上で、秋田浩平君の一般質問を終わります。 

 消毒作業がありますので、しばらく休憩します。 

休憩 午後 ３時３８分 

─────────── 

再開 午後 ３時４０分 

○議長（武田 正光議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、議席番号２番、喜入伊佐男君の一般質問を許します。 

○２番（喜入 伊佐男議員）   

 町民の皆様、こんにちは。今年の冬は寒暖の差が激しい年であります。コロナウ

イルスが収束してオリンピックが開催されますように、皆様方と日本選手を応援し

て明るい年にしていきたいと思います。皆様のお体を大事にして、日々の生活に頑

張ってください。 

 今議長の一般質問の許可がおりましたので、質問させていただきます。 

 １項目め、新型コロナウイルスについて。 

 国による特別定額給付金の支給基準日により、後に生まれた対象とならなかった

新生児に対して１人当たり１０万円、ないしは半分の５万円を支援金として支給は

できないか、どうか。 

 ２項目め、女性の地位向上について、課長や課長補佐、係長といった管理職に人

材登用は考えはないのか。 

 ３項目め、兼久集落の住宅、公園整備について、兼久団地内に子供とお年寄りが

ふれあえる公園を整備してはどうか。 

 以上の３項目、執行部の答弁をよろしくお願いいたします。 
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 以上です。 

○議長（武田 正光議員）   

 ただいまの質問に対して答弁を求めます。森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、喜入議員のご質問にお答えいたします。 

 その１項目め、新型コロナウイルスについて。 

 その１点目、国による特別定額給付金の支給事業日より後に生まれ、対象となら

なかった新生児に対し、１人当たり１０万円の支給はしてはどうかということでご

ざいます。 

 お答えいたします。 

 国の特別定額給付金につきましては、令和２年４月２７日を基準日として事業を

実施いたしました。以前にも同様のご意見があり、基準日を過ぎての出生について

町単独で支援できないか検討いたしましたが、そのときは対象としない方針とした

ところでございます。 

 なお、同時に児童手当に係る国の「臨時特別給付金」において、基準日の３月

３１日以降に出生した新生児については、地方創生臨時交付金を活用した「子育て

世帯支援給付金」において、７月３１日の基準日を設けて１万円ではありましたけ

ども、支給いたしました。さらに、その基準日に母子手帳の交付を受けているお母

様にも、同様に支援したところでございます。 

 ２項目め、女性の地位向上について。 

 その１点目、課長や課長補佐といった管理職への人材登用についてということで

ございます。 

 まず、管理職っていう定義でございますが、管理職につきましては課長級が該当

しているところでございます。 

 そういうことから、課長管理職としての女性職員はいないのが現状です。また、

課長補佐にあたる女性職員は７名おります。今後は、管理職の一段階前であります

補佐級の地位に占める女性職員の割合を引き上げるなど、女性職員の人材の層を厚

くしていくことが必要でございます。 

 そういう観点で将来の管理職となるべく女性職員の育成を図りつつ、管理職への

女性職員の登用については積極的に行ってまいりたいと考えております。 

 ３項目め、兼久集落の公園整備について。 

 その１点目、兼久団地内に子供とお年寄りがふれあえる公園を整備してはどうか

ということでございます。 

 お答えいたします。 
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 現在、兼久団地内にある公園には、ブランコ、そして滑り台、そして砂場がそれ

ぞれ１基ずつ、１か所ずつあります。また、隣接地では、新年度から福祉施設の開

設が予定されていることもありまして、公園の需要はますます高まるものだと認識

しております。 

 その観点からも子供と高齢者がふれあえる公園、ミニ公園を整備、そういったこ

とも検討してまいりたいと考えております。 

 以上、喜入議員のご質問にお答えいたしました。 

○議長（武田 正光議員）   

 引き続いて質問を続けてもらいます。 

○２番（喜入 伊佐男議員）   

 新型コロナウイルス対策について、国による特別定額給付金の支給基準日、令和

２年４月２７日後に生まれた新生児に対して１人当たり１０万円の臨時給付金支援

金をしてはどうか。この質問に対して、厚生労働省は２０２０年の人口動態統計の

速報値を発表では、出生数は過去最少の８７万人、そして現対前年比２万５千

９１７人減となっています。 

 少子高齢化のこの時代において、この４月２７日以前に生まれたその子供だけに

特別給付金を支給して、またその１日後に生まれた、以上の子供に支給の権利が、

私自身思っていることは権利はやっぱりあるんじゃないかと、そういう思いでこの

質問をいたしました。 

 そしてまた、令和２年度以内でこの支給をしていかないといけない。令和３年度、

来年度になりますとまたできないという、財政課長からもお聞きしていますので、

この支給をする際の申請日ですよね、それは執行部で話し合って支給日の創設を決

定してからじゃないと支給はできないものと思っていますので、それは３月議会で

急に私が質問して、すぐには出来かねないと思います。９月議会のときにまた、

９月以降に３か月ないし、４か月ぐらいの提出期間を設けて支給してはどうかとい

う思いでありますので、そこのところを財政課長にどういう経緯で支給はでき得る

ものなのか、お聞きします。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 ご質問の国による特別定額給付金事業ということでございます。これについては、

国のほうが基準日を設けて本町においては５月、ゴールデンウイーク明けから支給

をしたところです。これについては、７月中までの申請者に対するということで、

８月中には事業は完了したところでございました。 

 その中で、先ほど町長の答弁にもございましたが、町独自で基準日以降に生まれ
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た子たち、また母子手帳等を取得されている方々についても、どうにかできないか

という意見もあったところでございましたが、いろいろ検討の結果、対象としない

ということにしたところでございます。 

 今後、どういう形で支給できるかということでありますが、この国の特別定額給

付金としての支給はできません。今後、先ほど児童手当に関する臨時特別給付金に

ついては、臨時給付金のほうで対処させていただいたところですが、昨日までの答

弁の中で、臨時交付金について、令和３年度に１億１千９００万円、これから事業

化しますという回答をしているところであります。この中で、もし可能であればそ

のようなことも検討させていただきたいというふうに考えております。 

○２番（喜入 伊佐男議員）   

 分かりました。４月２８日から３月、今月の３１日までに生まれた新生児、また

は３月以内で生まれる予定のある新生児の数をお聞きしたいんですけど、何人生ま

れたか。 

○くらしと税務課長（岸 恭聖君）   

 お答えいたします。 

 くらしと税務課では、これから生まれる子供はちょっと分かりませんので、３月

２日までに生まれた子、４月２８日から３月２日まで、昨日までは分かっておりま

す。３１人となっております。 

 以上です。 

○２番（喜入 伊佐男議員）   

 分かりました。３１名ということは１０万の支給をしてしたら３１０万、半分の

５万で支給したら１５５万ということで、これは補正予算の１億９千万の中には組

み入れられる額ではないのかなと私は思いますけど、どう思われますかね。課長。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 先ほど、臨時交付金で検討できないかという発言もいたしましたが、今回の国の

３次補正、１月２８日だったですかね。それ以降、内閣府のほうからいろいろ、そ

の事業等に対するちょっと要件のほうが注意してくださいという通達もございまし

て、個人を対象とした給付金について、その給付対象を合理的な範囲とする場合、

または緊急性があり、やむを得ない場合に限り、そのような個人への給付を認める

ということになっておりますので、この辺もちょっと県や国のほうとも相談しなが

ら、ただいまのことが事業化できるかどうか検討させていただきたいと思います。 

○２番（喜入 伊佐男議員）   

 まず、課長の答弁をお聞きしたら、９０％ぐらいは可能ではないのかなという思
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いもいたします。あとの１０％はどうなるか分かりませんけども、１００％の答え

が得られなかったらもう支給はできないわけですから、あとの１０％は何とかかん

とかそういう形でやっていただきたいと思います。 

 町長、この意見については。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 まさしく今、企画財政課長がお話のとおりであります。また、昨日来、非常に困

っている子供たち、そういった人たちにはどうだという話がありました。今回の第

３次補正については、少し、これまでの第１次、第２次と違いまして縛りが少し出

てきているようですので、何とかその縛りがクリアできればというふうに思ってい

ます。今の新生児の件もしかりですし、また昨日出ました高校生、大学生、専門学

生が都会で、今非常にアルバイト、そういったものもなくて困っているというとこ

ろもありますので、そこら辺もいわゆる個人に対する支給は明確な合理性がないと

難しいですねということですので、どのぐらい明確な合理性ということをクリアで

きるかということなど勘案しながら、そしてまた１億１千９００万の使い道につい

て、また議会の皆さん方と本当に意見を交換しながら、もしできたらと思っており

ますので、そこら辺についてはまたそういう意見もあったということをしっかりと

我々受け止めて、１億１千９００万の中で考えていきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

○２番（喜入 伊佐男議員）   

 前向きな答弁いただきました。ありがとうございます。 

 私の時代は昭和、終戦後、昭和３１年ですから、その当時は中学校、北中、天城

中学校、４クラスありました。ＡＢＣＤ、１人クラスに３０人ということは

１２０人で、北中と合わせて２４０、四、五十、２４０人ぐらいだね。それを、そ

の時分は２４０人もその年で生まれたということは、今日新生児の、去年生まれた

３１人ということは、１クラスしか生まれていないということは、これから少子化

の若い世代の新婚さんの方々なり５人も６人も、普通は私たちの時代だったら６人、

７人が普通でした。 

 だけど、今の若い子は２人産むのもちょっと教育に金がかかると。そういう面で

はなるべく産まないようにしているような傾向があります。だけれども、こうして

行政が指揮をして、してもらったらその母親、両親はどれだけうれしいというか、

もうすごく、また二重のお金がもらえるという思いで、またすごくいいんじゃない

なかと私なりに思ってこの質問をさせていただきました。 

 来年の３月、令和４年の３月、１２月まで支給できるように執行部の方々、一生
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懸命知恵を絞って、いいアイデアを出していただき、なるべく支給をできるように

お願いいたしまして、私のこの質問を終わらせていただきます。 

 ２項目めの、女性の地位向上について。課長や課長補佐、さっき言いましたね。

課長や課長補佐といった管理職に人材登用はお考えはないのか。つい先ごろ、何で

私こういう今ちょっと山田真貴子という官僚の方がちょっと、玉虫色の答弁したも

ので、これはちょっとまずいなと思いながら、この質問をしますけれども、まずつ

い先ごろまで森喜朗前首相が女性差別発言によって、男女平等の高まりが全国的に

起こりました。これが全世界にまで広がって大きな問題となっています。 

 日本は、明治、大正、以前から女性は三重といって、子供のころは親に従い、結

婚されてから夫に従い、老いては子に従いという三重苦が今日まで続いています。

日本はまず武士社会、封建制度社会ですので、上の目線の人には従うようにという

教えが今も根づいています。世界の人々からは日本は女性の地位が低いとか、女性

に対する不平等の日本と軽蔑されています。 

 オリンピックの憲章にも男女のジェンダー、平等の理念が掲げられています。ジ

ェンダーとは、男女の役割について定められた、男と女の平等、これがジェンダー

です。そういう意味合いで、日本の企業や社会では女性の管理職は１４％です。政

治や行政に携わる女性リーダーは世界では１２０番目ぐらいの低さです。 

 ここで、今さっき天城町等役場では課長補佐になっている人は７人といいました

ね。７人ということは、今からだと、私は別に男性を管理職に上げるより女性を上

げたほうがいいという思いではないんです。町長としては、私は織田信長になって

もらいたい。適材適所の実力のある人は男女問わず、もう全てリーダーになってい

ただき、だけど女性の場合と男性の場合はキムタンバ（物事に動じない心）が違い

ますから、そこのところは女性がリーダーの管理職につきたいと思っても、なかな

か辞退する人も多いと思います。 

 だから、そういう東京の都知事、小池みたいな、それとか和田アキ子、歌手では

ね。ああいう男性っぽい骨のあるような女性がいましたら、これから当役場で管理

職に登用の範囲が出てきたらやっていただきたいと、この思いについて町長の思い

をお聞かせください。 

○町長（森田 弘光君）   

 昨日来、いろんな議論がされている中で、社会が高度化、多様化しております。

そういう中でいろんな行政の中で、男性ということのジェンダーだけで動いていく

というのは大変厳しい社会が来ているかと思っています。そういう中で男性、女性

を問わず、個人の能力そういったものが最大限に生かせるそういった社会、また組

織になっていかないと、私はいけないと思っております。そういう意味でも天城町
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は現在女性職員の管理職はいませんけれども、そういったことではなかなか難しい

とおもっておりますので、これからしっかりと仕事本位の中で女性職員も積極的に

登用していく、そういった役場組織でありたいと思っております。 

○２番（喜入 伊佐男議員）   

 総務課長の答弁で終わりたいと思いますので、総務課長、どういうお考えか。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 お答えいたします。 

 男女共同参画がうたわれてしばらくなります。天城町の人材育成基本方針の中で

も、男女共同参画を積極的に推進していくとうたっております。県の中で女性管理

職が不在の市町村が４分の１、１１団体ございます。大島郡内では瀬戸内町と天城

町のみとなっております。先ほど、女性の課長補佐級が７名とご報告いたしました

が、積極的に町長からのありましたように、その女性職員の活躍の場を広げていき

たいと。そして、将来的な管理職を育ていきたいと考えております。 

○２番（喜入 伊佐男議員）   

 これからは、そういう女性の方も入れたほうが和やかな執行部の会議、またそう

いういい方向に進んでいけるんではないかと。また、女性の職員の皆様も私もなっ

てみたいとリーダーでなって男性を従えて歩いていきたいと。そういう思いの方も

いらっしゃるかと思いますので、まずはすぐ１年、２年では無理かと思いますので、

将来そういう夢のある役場、当役場であっていただきたいと私は思ってこの質問を

終わらせていただきます。 

 ３項目め、兼久集落の公園整備について。兼久団地内に子供とお年寄りがふれあ

える公園を整備してはどうかということですね。ここで、ちょっと私ごとの自慢で

はないけど、兼久集落とはどういう集落なのかということをちょっと少し言ってみ

たいと思います。昔、私は過去伊仙町とか亀津の中に言って話した。生まれは、住

所はどこねというたら兼久といって、そしたら、おお、兼久は一番徳之島なんて、

先生の教員の数は一番多いところで一番良いところに住んでいるね、言われるのが

昔は多かったんですけどね。それだけ、私自分の兼久の集落はいい自信の持てる集

落だなと思っています。 

 兼久集落というのはどういう地理的な位置に昔あったかといいますと、江戸時代

後期から今の役場の機能を渡すところ、または噯い、これは今の役場です。があり

ました。岡前にも噯いがあった。岡前の場所はまだ私しっかり分かっていないんで

すけど、天城町、岡前集落の噯いは天城町北部と東天城、今の花徳ですね、山、

手々、金見を管轄していました。当時、徳之島には４つか５つの噯いがあり、兼久

の噯いは天城町南部と伊仙町の一部、小島、河地そこら辺でしょうね。管轄してい
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ました。今は平土野集落や天城集落が中心になっていますが、昔は兼久集落が中心

でした。そこで、令和３年の今年は南部に予算を多くとっていただきたいと思って

います。よろしくお願いします。 

 本題の団地内の公園にベンチと日照よけ、ティダ（太陽）よけですね。その屋根

が今の公園にあるんだけど、それ遊具、滑り台とブランコだけだったかな、あと砂

遊び場、そこで私、建設課長にお聞きします。そこで、Ｂ＆Ｇもね、遊具はあるん

だけど、ベンチと日照よけの屋根がないんですよね。そこを何とかできないものか。

そこをお願いして、この質問にさせていただきました。建設課長の思いはどうでし

ょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 Ｂ＆Ｇの町の総合運動公園でございますが、都市公園ということで今、事業を導

入しております。来年度一応休憩所のほうの更新を考えておりまして数か所、わん

ぱく広場のほうの休憩所の更新、新しくするということですね。また後、遊歩道、

場内一周の途中にあります休憩所とか、テニスコートの前辺りにもそういう休憩所、

日よけつきの休憩所を考えております。 

 それと今、喜入議員がご質問いただいております兼久団地でございますが、約

３００ｍ２ぐらいの小さな公園と、ポケット公園的なものがございます。町長が答

えましたが、ブランコが１基、滑り台が１基、砂場が１か所、バランスよく配置さ

れておりますが、議員がおっしゃるように座るところもなければ日よけもございま

せん。これにつきましても、ベンチ付き東屋なのか、日よけ付きベンチなのか、そ

の辺のところを必要だと私どもも感じておりますので、またこれも財源、ふるさと

納税などの目的税財源ですね、その辺を活用できないか、新年度に入ってから検討

させていただきたいと思います。 

 以上です。 

○２番（喜入 伊佐男議員）   

 分かりました。Ｂ＆Ｇは予算がついているということで、私もちょくちょくあそ

こに遊びに行きますもので、座るところにちょっと苦労していましたので、こうい

う質問にさせていただきました。兼久団地も南恵会が完成して、なかなかいいとこ

ろになってきたなと。将来的には住宅の浄化槽設置もお願いしたいと思っておりま

す。それはでき得る限り、予算の都合もありますから、そこはよく検討していただ

きたいと思います。 

 質問項目はこれで終わります。町長に今、前半の２年が過ぎ、後半の２年に入り

ました。前半の２年は前町長の仕事とよく言われ、よく世間で言われます。後半の
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２年、ここで今執行部のリーダーの方々といい知恵を出し合って、これから後半の

２年思いっきりいい仕事をしていただきたいと思います。町長の思い、ご所見をお

伺いして、私の質問を終わらせていただきます。 

○町長（森田 弘光君）   

 ただいま喜入議員からご質問がありましたように、４年間の任期のうち、丸２年

が過ぎてきたところであります。そういう中で、基本的に仕事をしていく基本的な

姿勢として、これまで度々議場とかいろんな場所でやってきましたが、やはりまず

隗より始めよ、そしてスピード感を持って仕事をしよう、そして必ず町民の皆さん

方、また役場で会議をするときには記録メモをとろうという、３つのことをお互い

やってきました。 

 そういう中で、町民との距離が私、まだまだだという意見もたくさんありました

けども、少しずつ近くなってきたかなというふうに思っております。そういう中で、

曲がりなりにもマニフェストということで表明しておりましたが、そこら辺を検証

しますと、大分進みつつあるなというふうに考えております。 

 まだまだ種をまいただけなのか、まだまかれてないのか、そしてその後ろ２年で

は芽が出てくる、そういったことがあるのかということなど、常日頃から自分で検

証しながら毎日仕事をしていくわけでありますけれども、やはり基本的にはまず申

し上げましたように、町民と一緒に寄り添っていくということ、そして町民目線に

立って仕事をしていくということ、そして天城町に住んでよかった。そして、これ

からも住み続けたいということを町民の皆さん方、そしてみんなが実感できるよう

な天城町をつくっていければなというふうに思っております。 

 まだまだ道半ばというよりは、まだ歩み出したばかりであるというふうに思って

おりますけども、これもやっぱり町民の皆さん方のご理解、ご協力そしてまた議会

との連携といいますか、そういったものがないと進まないわけでありますので、残

り２年間でありますけども、誠心誠意、また町民の皆さんの方の先頭に立って頑張

っていきたいと、そのように感じているところであります。よろしくお願いしたい

と思います。 

○２番（喜入 伊佐男議員）   

 大変、今、芽をね、私の見た頭の中で、夕べ夢を見ました。双葉ぐらいは出てい

る感じがしますよ、町長。だから、大いに期待の持てる新芽ではないかなと思って

おります。頑張ってください。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（武田 正光議員）   

 以上で、喜入伊佐男君の一般質問を終わります。 
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 以上で、本日の日程は全部終了しました。明日は午前１０時から開会いたします。 

 本日はこれで散会します。 

散会 午後 ４時１５分 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /00
    /GC-Special-Character
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /JPN <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


